
決算特別委員会会議記録

決算特別委員長 木付 親次

１ 日 時

令和３年１０月１１日（月） 午前１０時００分から
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４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

清田哲也、阿部長夫、衛藤博昭、森誠一、三浦正臣、浦野英樹、木田昇、小川克己

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

福祉保健部長 山田雅文、生活環境部長 磯田健、労働委員会事務局長 稲垣守

ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

第９０号議案令和２年度大分県一般会計歳入歳出決算の認定について、第９２号議案令和

２年度大分県国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について及び第９３号議案令和

２年度大分県母子父子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算の認定について審査を行った。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 主任 麻生由香里

議事課委員会班 課長補佐（総括） 冨高徳己

議事課委員会班 副主幹 白岩賢一

議事課議事調整班 主査 吉野美穂



決算特別委員会次第

日時：令和３年１０月１１日（月）１０：００～

場所：本会議場

１ 開 会

２ 部局別決算審査

（１）福祉保健部

①決算説明

②質疑・応答

③内部協議

（２）生活環境部

①決算説明

②質疑・応答

③内部協議

（３）労働委員会事務局

①決算説明

②質疑・応答

③内部協議

３ その他

４ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

木付委員長 ただいまから、本日の委員会を開

きます。

この際、付託された議案を一括議題とし、こ

れより審査に入ります。

本日は、福祉保健部、生活環境部及び労働委

員会事務局の部局別審査を行います。

これより、福祉保健部関係の審査を行います。

執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔・明瞭にお願いします。

それでは、福祉保健部長及び関係課室長の説

明を求めます。

山田福祉保健部長 初めに、令和２年度決算特

別委員会審査報告書に対する措置状況について

説明します。

お手元の令和２年度決算特別委員会審査報告

書に関する措置状況報告書の３ページをお開き

願います。当部の関係で指摘を受けたのは３件

で、うち２件は収入未済、１件は保健所の体制

強化についての指摘です。

まず、母子父子寡婦福祉資金の収入未済につ

いてです。

この貸付金は母子家庭等の経済的自立と生活

意欲の助長を図るものですが、滞納者の多くは

期限内の償還が困難な場合でも年月をかけて完

納している状況で、昭和２８年の制度発足以来

の償還率は９８．４％となっています。

こうした中で、令和２年度の償還のうち、現

年度分については８７．３％と引き続き高い水

準を維持していますが、過年度分は８．７％と

なっており、過年度分の収入未済額の縮減が課

題です。

そこで、コロナ禍でひとり親家庭の経済状況

が厳しくなっていることに配慮しながらも、８

月と１２月の償還強化月間における長期・大口

滞納者を中心とした電話催告や家庭訪問の集中

実施のほか、平成２５年１０月以降の貸付分か

ら実施している違約金の徴収等により、納入指

導や償還の意識付けの強化を図っています。

また、平成２７年度からは最終納付から２年

以上経過している債権の回収を民間の債権回収

会社に委託することにより、令和２年度は約１

８２万円を回収することができました。

今後もこのような取組により、収入未済の解

消と新たな発生の防止に努めていきます。

続いて、４ページを御覧ください。

児童措置費負担金の収入未済についてです。

県が児童を児童福祉施設等へ入所措置した場

合、措置費の全部又は一部を本人や扶養義務者

等の負担能力に応じて負担金として徴収してい

ます。

令和２年度末の収入未済額は約６，８５５万

円となっており、前年度に比べ約７５３万円増

加しています。また、徴収率を見ても、令和２

年度は１８．９％と前年度に比べ２．１ポイン

ト増加してはいるものの、依然として低い状況

が続いています。

これらの原因としては、①保護者の失業、疾

病、借金などによる生活の困窮や、②納入意識

の乏しい保護者が多く見られることなどがあげ

られます。

このため、児童相談所では、措置開始のタイ

ミングで保護者への納付指導を徹底することに

より、新たな滞納の発生防止に努めてきました。

また、市福祉事務所等との連携強化に取り組む

ととともに、７月、８月、１２月を徴収強化月

間として催告等を集中実施することで、徴収強

化を図ってきました。

なお、令和３年度からは保護者の状況が最も

容易に把握できる児童相談所が滞納整理を行う

よう業務を見直しました。

こうした取組により、今後とも収入未済の解

消と新たな発生防止に努めていきます。

続いて、１３ページをお開き願います。

最後に、保健所及び県立病院の体制強化等の

うち、保健所関係についてです。

今般のコロナ禍において保健所では、保健師

や事務職員の追加配置をはじめとして、他所属

への業務協力依頼、外部委託の実施、施設整備
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や車両の追加配備などにより体制や機能の強化

を図ってきました。

クラスター発生時などには、本庁等から専門

職や事務職員を迅速に派遣しています。

また、令和３年度から、感染者の急増に対応

するため、保健所に近接する地方機関が臨機に

応援職員を派遣する仕組みを構築したほか、県

や市町村を退職した保健師や看護師等に感染者

の健康観察や相談業務などに協力いただいてい

ます。

今後とも、保健所がその役割を十分に果たす

ことができるよう、臨機かつ柔軟に対策を講じ

ていきます。

続いて、お手元の冊子、大分県長期総合計画

の実施状況について（主要な施策の成果（事務

事業評価））により、当部の主要事業の執行状

況等について説明します。

まず、１３ページをお開きください。

中央の病児保育充実支援事業です。

左から２列目の事業名・事業概要・予算額欄

にあるように、この事業は、安心して病気の子

どもを預けられる環境を整えるため、病児保育

を実施する市町村に対し運営費の助成等を行っ

たものです。

事業の成果についてですが、右端の事業の成

果・今後の方針欄にあるように、病児保育の運

営費助成のほか、病児保育の従事者研修は、新

型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、集合

研修に代えて動画を作成し、ホームページやＹ

ｏｕＴｕｂｅで公開するなどの工夫をしました。

これらにより、病児保育の充実に取り組みまし

た。

なお、先月、県内全市町村で協定を締結し、

今月からは居住市町村以外の病児施設も利用し

やすくなりました。同時に、スマートフォンで

空き状況の確認や予約ができるよう、ＩＣＴ化

にも取り組み、利用者の利便性向上と施設運営

者の事務の効率化を図っています。

次に、２０ページをお開きください。

一番下の里親リクルート対策事業です。

この事業は、里親委託を推進するため、里親

の新規登録者の確保や里親制度の普及・啓発、

ファミリーホームの開設支援等を行ったもので

す。

事業の成果ですが、フォーラムや里親口コミ

座談会の開催等により、里親制度の普及啓発を

図った結果、新規登録申請者は目標の２０名を

上回る２７名を確保することができました。

今後の方針としては、引き続き里親の確保を

進めるため、今年度から人口の多い大分市、別

府市、中津市、日田市の４市に家庭養護推進員

を配置し、地域の里親のターゲット層に向けて、

きめ細かなリクルート活動を行う事業、里親リ

クルート地域連携事業に取り組んでいます。

次に、３０ページをお開きください。

一番上のみんなで進める健康づくり事業です。

この事業は、健康寿命を延伸させるため、健

康づくりに対する県民意識を醸成するとともに、

健康経営事業所の拡大等に取り組み、働く世代

の心身の健康づくりを支援したものです。

事業の成果ですが、右上の成果指標のとおり、

健康経営事業所の認定数を大幅に増やすことは

できましたが、その下の今後の方針に記載した

とおり、今後は休養・こころの健康対策に力を

入れていくとともに、健康無関心層、特に若い

世代の心身の健康づくりを推進するなど、健康

寿命のさらなる延伸に向けた取組を進めていき

ます。

次に、３８ページをお開きください。

中央の介護労働環境改善事業です。

この事業は、介護従事者の負担を軽減し、離

職防止を図るため、介護事業所の働きやすい職

場環境整備を支援したものです。

事業の成果ですが、介護ロボットやＩＣＴの

導入をはじめ、ノーリフティングケアの普及促

進により、介護従事者の業務効率化や身体的・

精神的負担の軽減を図ることができました。成

果指標については、介護ロボット等を導入した

事業所の離職率は１２．１％と、目標値を達成

することはできませんでしたが、全介護職員の

平均である１５．４％を下回ることはできまし

た。

新型コロナ感染対策により、各事業所の業務

負担が増加していることから、引き続き、介護
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現場の業務効率化や働きやすい職場環境の整備

を支援していきます。

次に、５８ページをお開きください。

中央の障がい者就労環境づくり推進事業です。

この事業は、障がい者雇用を促進するため、

障がい者雇用アドバイザーを配置し、企業訪問

や仕事の切り出し、職場への定着支援等を行っ

たものです。

事業の成果ですが、障がい者雇用アドバイザ

ーが全業種への企業訪問を行った結果、２３６

人の雇用に結び付きました。また、新規に知的

・精神障がい者を雇用する企業に対し研修や奨

励金の交付を行った結果、１３人の雇用につな

がりました。

今後の方針ですが、企業向けの障がい者雇用

促進ジャーナルを創刊し、企業の障がい者雇用

への関心を高めるほか、福祉系事業所を対象に、

就労移行コーディネーターによる就職及び定着

支援を行い、一般就労の促進を図っていきます。

次に、１１６ページをお開きください。

一番上の地域共生社会構築推進事業です。

この事業は、地域共生社会の実現を図るため、

高齢者や子育て家庭等の多世代交流の促進など

を実施したものです。

事業の成果ですが、人材配置や新規立ち上げ

に必要な経費を支援したことにより、右上の成

果指標にもあるように、活動を行う実施主体の

増加を図ることができました。

引き続き、多世代交流活動への支援を行うと

ともに、福祉活動団体や大学等と実務者ネット

ワークを構築し、好事例の横展開を図っていき

ます。

次に、１５０ページをお開きください。

ここからは、新型コロナウイルス感染症対策

関係の事業について御説明します。

中央の軽症者等療養体制整備事業です。

この事業は、無症状や軽症の新型コロナウイ

ルス感染症患者が療養する宿泊施設を開設・運

営したものです。

事業の成果ですが、令和２年度は５７０名を

受け入れました。必要時における早急な施設開

設が課題でしたが、事前に協定を結ぶことによ

り、短期間での開設を行うことができました。

なお、第５波のピーク時には、８施設、１，

０１９室を開設し、このうち１施設では臨時の

医療施設としての機能も持たせ、対応しました。

続いて、１５１ページをお開きください。

一番上の感染症予防対策事業です。

この事業は、感染症に関するサーベイランス

の実施や、検査体制の整備に加え、令和２年度

は新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる

医療機関の設備整備や入院病床の確保に要する

経費等の補助を行ったものです。

事業の成果ですが、コロナ患者を受け入れる

医療機関における必要資機材や診療体制の整備

を行うとともに、検査体制の整備を進めること

ができました。

なお、令和２年度末時点の入院病床数は３６

７床でしたが、本年度に１２３床を積み増し、

４９０床の病床を確保しています。

引き続き、新型コロナ対策に万全を期します。

続いて、令和２年度の行政監査及び包括外部

監査の結果について御報告します。

まず、行政監査については、当部では指摘等

はありませんでした。

次に、包括外部監査の結果について御報告し

ます。

お手元の資料、令和２年度行政監査・包括外

部監査の結果の概要の１４ページをお開きくだ

さい。

当部では２５件の指摘事項があったので、そ

の主なものを説明します。

一番上の生活困窮者自立支援事業の作業場所

指定通知については、必要な書類が収受されて

いなかったとの御指摘をいただきました。

今後は、収受漏れを防ぐため、事務処理の執

行管理表を作成するとともに、複数人によるチ

ェックを行うよう取扱いを改めました。

次に、１７ページをお開きください。

一番上の福祉・介護人材確保対策事業の消費

税等仕入額控除税額確定報告書の徴収について

ですが、交付要綱で提出を求めている当該報告

書の徴求が行われていないとの御指摘をいただ

きました。
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これは、補助金の交付先団体が全て非課税事

業者であったことから、当該報告書の徴求が不

要であるとの誤った理解をしていたことによる

ものであり、今後はこうしたミスが起きないよ

う十分注意します。

最後に、１８ページをお開きください。

一番下の障がい者就労環境づくり推進事業の

雇用アドバイザーについて、各部のアドバイザ

ー等との整理・集約が可能か検討されたいとの

御指摘をいただきました。

福祉保健部の障がい者雇用アドバイザーは、

地域の中核相談支援機関である障害者就業・生

活支援センターに配置しています。法定雇用率

対象企業を含む全業種の企業を訪問し、雇用状

況や企業ニーズの把握を行い、センター登録者

等とのマッチング支援を行っています。

商工観光労働部の障がい者職業訓練コーディ

ネーターや教育庁のジョブコンダクターとは役

割が異なるため、それぞれの情報を共有するこ

とで、効果的・効率的な体制を検討していきま

す。

首藤福祉保健企画課長 福祉保健部一般会計の

歳入歳出決算の主な事項について御説明します。

お手元の令和２年度決算附属調書の５ページ

をお開きください。

まず、歳入決算額の予算に対する増減額につ

いてです。

左端、科目欄の中ほど、福祉生活費国庫補助

金が４９億３，８８５万１，４１４円の減とな

っています。これは増減理由欄の減収となった

ものの一番上、生活福祉資金貸付事業費補助金

において、繰越明許約４３．９億円が発生した

ことなどによるものです。

次に、６ページをお開きください。

科目欄の一番上、保健環境費国庫補助金が１

８億３，９４４万５，２３９円の減となってい

ます。これは増減理由欄の減収となったものの

下から２番目、新型コロナウイルス感染症緊急

包括支援交付金や一番下、新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金について、繰越

明許約７億円が発生したことや、所要額が見込

みを下回ったことなどによるものです。

次に、２０ページをお開きください。

不用額についてです。

科目欄の中ほど、福祉生活費の児童福祉費の

上から２番目、児童保護費が４億３，３１５万

６，４１５円となっています。これは、児童養

護施設等への入所・措置に要する児童措置費が

見込みを下回ったことなどによるものです。

次に、２１ページをお開きください。

科目欄の医務費の上から２番目、医療対策費

が４億５，６５５万４，８２９円となっていま

す。これは、新型コロナウイルス感染症の疑い

患者を受け入れる救急医療機関等が行う感染症

対策に対して助成する補助金が、見込みを下回

ったことなどによるものです。

次に、２７ページをお開きください。

収入未済額についてです。

科目欄の一番下、福祉生活費負担金が６，８

５４万３，５５０円となっています。これは、

さきほど部長から御説明したとおり、児童を児

童養護施設等に入所・措置した場合に徴収する

負担金について、納入義務者の生活困窮などに

より、収入未済となったものです。

続いて、特別会計について御説明します。

５１ページをお開きください。

国民健康保険事業特別会計における歳入決算

額の予算に対する増減額についてです。

科目欄の上から４行目の国庫負担金が３１億

９６万９，５８１円の増となっています。これ

は、国の療養給付費等負担金の交付額が見込み

を上回ったこと等によるものです。

次に、その下の国庫補助金及び繰入金がそれ

ぞれ減となっています。これは、被保険者の減

少に加え、コロナ禍での受診控えなどもあり、

保険給付費が見込みを下回ったため、国から交

付される調整交付金のほか、一般会計繰入金が

見込みを下回ったことによるものです。

次に、５３ページをお開きください。

国民健康保険事業特別会計と母子父子寡婦福

祉資金特別会計における不用額についてです。

まず、国民健康保険事業特別会計ですが、科

目欄上から４行目の保険給付費等交付金が１２

億３，９７２万１，９７５円となっています。
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これは、さきほど申し上げたとおり、被保険者

の減少に加え、コロナ禍での受診控えなどもあ

り、保険給付費が見込みを下回ったことによる

ものです。

続いて母子父子寡婦福祉資金ですが、その下

の科目欄、貸付金が９，８２９万４，１６９円

となっています。これは、母子家庭等への貸付

実績が見込みを下回ったことによるものです。

次に、５５ページをお開きください。

母子父子寡婦福祉資金特別会計における収入

未済額についてです。

科目欄の上から４行目、貸付金元利収入が９，

５４８万１９２円となっています。これは、さ

きほど部長から御説明したとおり、納入義務者

である母子家庭等の生活困窮などにより、収入

未済となったものです。

決算附属調書の説明については以上です。

次に、歳出決算の主な事業について御説明

します。

別冊の令和２年度一般会計及び特別会計決算

事業別説明書の５８ページをお開きください。

福祉保健企画課関係について御説明します。

事業説明欄の上から２番目、社会福祉施設等

衛生用品確保対策事業費決算額２８億８，８７

７万３，９８９円です。これは、新型コロナウ

イルスの感染拡大を防止するため、マスクや消

毒液等の衛生用品を一括購入し、社会福祉施設

等に配布するとともに、社会福祉施設等の感染

症対策に要する経費を助成したものです。

以降、その他の事業については各所属長から

説明します。

隅田保護・監査指導室長 決算事業別説明書６

０ページをお開きください。

保護・監査指導室関係について御説明します。

上段の第２目扶助費の事業説明欄、生活保護

費決算額１５億３，３７９万７，９２３円です。

これは、生活保護に要した経費のうち、県に実

施責任のある町村分に関するものなどです。

小野医療政策課長 決算事業別説明書６６ペー

ジをお開きください。

医療政策課関係について御説明します。

事業説明欄の一番下、新型コロナウイルス感

染症疑い患者受入体制確保事業費決算額１８億

２，５７３万４千円です。新型コロナウイルス

感染患者の受入体制整備は、さきほど部長から

御説明した感染症予防対策事業費等で支援しま

した。本事業では、発熱等の症状があり、感染

が疑われる患者を速やかに診療につなげるため

の体制整備として、当該患者を受け入れる救急

医療機関等が行う設備整備など感染症対策に要

する経費を助成しました。

山本薬務室長 決算事業別説明書６８ページを

お開きください。

薬務室関係について御説明します。

第５項薬務生活衛生費第２目薬務費のうち、

事業説明欄の一番上、薬務取締費決算額３３０

万４，７８４円です。これは、医薬品等製造・

販売業者に対する監視・指導、毒物劇物取扱者

試験の実施、薬務関係情報システムの運用等に

要した経費です。

中川健康づくり支援課長 決算事業別説明書７

３ページをお開きください。

健康づくり支援課関係について御説明します。

第３目予防費のうち、事業説明欄の上から３

番目、がん対策推進事業費決算額２，７２７万

９，４０８円です。これは、がんになっても安

心して暮らせる社会を構築するため、県内に６

か所あるがん診療連携拠点病院等の機能強化を

図るとともに、働くことが可能で意欲のあるが

ん患者等の就労支援として、医療用ウィッグや

乳房補正具等の購入費用の一部を補助したもの

です。

池邉感染症対策課長 決算事業別説明書７１ペ

ージをお開きください。

感染症対策課関係について御説明します。

下段の第２目結核対策費のうち、事業説明欄

の一番下、結核地域医療体制強化事業費決算額

２，２０２万７，００３円です。これは、結核

のまん延を防止し結核罹患率を低下させるため、

大分大学医学部附属病院の研修医２名を新たに

結核診療医師として養成したほか、住み慣れた

地域での結核診療受診を可能とするため、結核

診療支援センターを設置し、結核診療相談や診

療支援等を実施したものです。
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木内国保医療課長 決算事業別説明書７６ペー

ジをお開きください。

国保医療課関係について御説明します。

第５目国民健康保険指導費のうち、事業説明

欄の一番上、国民健康保険基盤安定化事業費決

算額１０７億９，７０６万８，６４０円です。

そのうち、事業概要の最初の項目である保険

基盤安定事業費負担金４１億７，５００万８，

７６２円については、市町村が低所得者を対象

に行う国民健康保険税の軽減措置等に対し、県

が定率で負担したものです。

次に、７８ページをお開きください。

国民健康保険事業特別会計について御説明し

ます。

第２目保険給付費等交付金について、決算額

は９７５億４，７５７万９，０２５円です。こ

れは、国民健康保険事業を円滑かつ確実に実施

するため、療養の給付等の市町村が行った保険

給付の実績や医療費適正化、国民健康保険税収

納率向上に向けた取組等の状況に応じ、市町村

に交付したものです。

阿部高齢者福祉課長 決算事業別説明書８３ペ

ージをお開きください。

高齢者福祉課関係について御説明します。

第３目老人福祉費のうち、事業説明欄の上か

ら３番目、自立支援型サービス推進事業費決算

額９９５万５，２９１円です。この事業は、生

活機能が低下した高齢者の要介護状態への移行

や悪化の防止を目指し、支援が必要な高齢者が

機能改善を行う自立支援型サービスに適切につ

ながる仕組みを構築するため、昨年７月に連携

協定を締結したオムロン株式会社のＩＣＴシス

テムを活用したモデル事業を県内４市町で行っ

たものです。

一丸こども未来課長 決算事業別説明書８７ペ

ージをお開きください。

こども未来課関係について御説明します。

第２目児童保護費の事業説明欄の上から２番

目、おおいた子育てほっとクーポン利用促進事

業費決算額６，０８６万４千円です。これは、

子育て支援サービスの利用促進を図り、子育て

世帯の負担の軽減と多子世帯の子育てを応援す

るため、一時預かりや病児保育など様々なサー

ビスに利用できるおおいた子育てほっとクーポ

ンをお子さんの出生時に配布しているものです。

今年度からは、対象を拡充し、新たにおむつ

・ミルクの購入をサービスに追加しています。

河野こども・家庭支援課長 決算事業別説明書

９３ページをお開きください。

こども・家庭支援課関係について御説明しま

す。

事業説明欄の下から４番目、児童虐待防止対

策事業費決算額１，９９５万８，２３４円です。

これは、児童虐待防止の徹底を図るため、関係

機関との連携を強化するとともに、児童相談所

に非常勤弁護士を配置し、法的対応力の強化を

図ったほか、児童相談所が支援する子どもたち

の意見表明を受け止める体制を整備したもので

す。

藤丸障害福祉課長 決算事業別説明書９９ペー

ジをお開きください。

障害福祉課関係について御説明します。

下段の第２目障がい者福祉費のうち、事業説

明欄一番下、重度心身障がい者医療費給付事業

費決算額９億８，５２７万６，５９５円です。

これは、障がいの重い方の医療費負担の軽減の

ため、本人負担分について、県と市町村が２分

の１ずつ助成したものです。

なお、令和元年１０月から、障がいのある方

や御家族の負担軽減を図るため、申請手続を不

要とする自動償還払方式に移行しており、令和

２年度は初めて１年分の実績が出た年となりま

すが、自動償還払いの導入により、毎月市町村

窓口で申請する必要がなくなり、負担軽減につ

ながったとともに、申請漏れも無くなったこと

により前年と比べて給付件数が約１．１倍に増

えています。

渡邉障害者社会参加推進室長 決算事業別説明

書１００ページをお開きください。

障害者社会参加推進室関係について御説明し

ます。

事業説明欄の上から４番目、障がい者工賃向

上支援事業費決算額３，１５１万２８２円です。

これは、就労継続支援Ｂ型事業所利用者の工賃
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向上を図るため、企業団体や地場企業とＢ型事

業所等による協議会を設置し、販路拡大など共

同受注体制の構築を支援するとともに、経営の

専門家や農業技術を指導するアグリ就労アドバ

イザーを事業所へ派遣したものです。

木付委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し、簡潔・明瞭に答弁願います。

事前通告が４名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。

堤委員 おはようございます。委員長、さきほ

どの説明を聞いた結果、若干追加して聞く分も

あるから御承認ください。

まず一つ目は、事業別説明書の６２ページ、

保健所費です。コロナの中で職員の苦労は大変

なものと考えられますが、職員の超過勤務状況

はどうなっているのか。過労死ラインで言う８

０時間、１００時間の人数とか、非常勤、臨時

職員の超過勤務状況はどうか、出退勤管理はど

うしているか、教えてください。

２点目は、事業別説明書の６７ページ、看護

職員就業・定着促進事業費です。どこの医療機

関も看護師不足を今回のコロナ禍で痛感してい

ると思いますが、そのために環境整備等いろい

ろされていると思います。また、給料の引上げ

も必要と考えますが、どう対応しているのか。

ここからが追加分です。主要な施策の成果の

中で新人看護師の離職率が高いとあったが、こ

の理由は。具体的にどういう理由があって、新

人看護師がこれだけの離職率、９．２％と出て

いるのかを教えてください。

３点目は、同じく７７ページの後期高齢者医

療等推進事業費です。これは、後期高齢者医療

保険制度が来年１０月から２３年３月の間に、

単身年収で２００万円以上の人などが１割から

２割、倍加するわけです。３年間、激変緩和措

置があるとしても負担は大きくなると思います

が、県内の対象者は大体何人ぐらいいるのか。

また、平均的にどれぐらいの負担増になるのか

という点。

事業別説明書７７ページ、国民健康保険指導

事業費です。５年以内に赤字解消を進めるとい

う国保運営方針の下で大分市は令和４年度に赤

字を解消する計画になっていますが、昨年度、

また、今年度の取組は具体的にどのようなもの

があったのか、また、市町村の取組はどうか。

最後に、主要な施策の成果の１５０と１５１

ページ、コロナの入居施設、ホテルを確保した

とか、ベッド数がいくらあったという説明をさ

きほど部長がされました。ホテル８施設の１，

０１９室、ベッドは４９０床を確保していると。

ホテルは解消したところもあるようですが、そ

ういうホテルとか病院のベッドの現在の確保状

況と、第６波が来る可能性は非常に高いという

ことで、その対応策、ホテルとかをすぐ転換で

きるのかを教えてください。

首藤福祉保健企画課長 ３点の御質問がありま

した。

まず職員の超過勤務状況についてです。

県の保健所で令和２年度中に８０時間を超え

る時間外勤務を行った職員は延べ１５人、この

うち１００時間を超えたのは延べ５人でした。

また、今年度は４月から９月までの半年間で８

０時間を超えた職員が延べ８６人、１００時間

超えが延べ３８人となっています。

次に、非常勤、臨時職員の超過勤務状況です

が、現在、保健所で任用している臨時職員はい

ないので、非常勤職員についてお答えします。

非常勤職員への時間外勤務命令については原則

として認められていませんが、災害その他、避

けることができない事由により臨時の必要があ

る場合で人事課長が必要と認めるものについて

は、例外的に時間外勤務を認めることができる

とされています。

本年４月下旬からの第４波による患者の急増

に対応するため、保健所に勤務する非常勤の保

健師や看護師等に対し、一定の条件を満たす場

合に限り時間外勤務を命ずることができるよう、

人事課長の承認を得ました。これにより、今年

の５月、８月、９月において、五つの保健所で

延べ１６人に時間外勤務に従事していただいて

おり、時間数としては、１人当たりの平均で見
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ると月１４．３時間でした。

それから、出退勤管理についてですが、正規

職員については、勤務時間管理システムにより

客観的に把握されるパソコンの稼働時間等を踏

まえ、各所属の班総括や所属長等が勤務時間の

管理を行い、健康管理を行っています。

非常勤職員については、班総括が目視等で出

退勤管理を行い、時間外勤務の必要がある場合

には本人の承諾を得た上で時間外勤務等命令簿

により時間外勤務を命じています。

小野医療政策課長 看護師の不足に対する対応

についてお答えします。

県では、修学資金の貸付けや養成所への助成、

就業先とのマッチングを行うナースセンターの

運営、各病院の看護管理者支援などにより、学

生の確保から県内就業、定着促進まで総合的に

看護師等の確保対策に取り組んでいます。

他方、本県の看護師の有効求人倍率は本年８

月時点で１．６１倍となっており、多くの医療

機関で必要な看護師数を確保できていない状況

にあると認識しています。

マッチングを行っているナースセンターによ

ると、勤務時間に関することが、求人・求職の

マッチングや離職の理由であることが大変多く、

看護師確保においては、勤務環境の改善が特に

重要であると考えています。このため、看護管

理者に勤務間インターバル制度やライフステー

ジに応じた勤務形態選択制の導入などの県内の

医療機関の優良事例を共有し、横展開を促すと

ともに、休憩室の整備や病院内保育所の運営な

どを支援し、看護師が働きやすい職場づくりを

推進しています。

また、看護師を含む医療従事者の処遇改善に

ついては、業務負担の軽減とあわせ、全国知事

会を通じて国に要望しており、その対応を注視

しています。

さきほど新人看護師の離職の理由はどうなっ

ているかというお尋ねもありましたが、今、出

ている数字は令和元年の数字で、コロナの関係

でどうなっているかはこれから出てくると思っ

ています。元年の数字で言うと、現場の実態が

思っていたより大変だったという働き方のとこ

ろが理由になっていることも多いと聞いている

ので、さきほど申した働きやすい環境づくりを

推進していきたいと思います。

それから、コロナのホテル宿泊療養の部屋数

の関係のお尋ねがありました。

第５波のときは８施設１，０１９室でしたが、

県民の皆さまの御協力のお陰で、かなり感染状

況も収まってきている状況にあるので、１０月

８日の時点で三つの施設を閉鎖し、今現在、５

施設を開設している状態になっています。

閉鎖した三つは、大分リーガルホテルの９０

室、ホテルクラウンヒルズ大分の１５０室、ホ

テルマイステイズ大分の１３０室となっていま

す。

病床については、今後、いつ再拡大しても大

丈夫なように、最大受入可能数を引き続き確保

している状況です。

木内国保医療課長 後期高齢者医療制度におけ

る窓口負担などについてお答えします。

全世代対応型の社会保障制度を構築するため、

７５歳以上の高齢者のうち、一定の所得がある

方の医療費の窓口負担を２割とする法律改正が

行われましたが、２割負担への変更による影響

が大きい外来患者については、最大でも月３千

円に収まる配慮措置が導入されることとなって

います。

県内の２割負担移行人数は、国の資料による

と約３万人とされています。また、配慮措置後

の年間の平均窓口負担額についても、国の試算

では約８万３千円から１０万９千円の２万６千

円の増と見込まれています。

次に、市町村国保の赤字解消についてお答え

します。

県内市町村国保の保険者で削減、解消の対象

となる赤字があるのは大分市のみです。大分市

では、令和４年度の解消に向け、計画どおりに

赤字を削減しています。昨年度は、新型コロナ

の感染防止対策を講じながら、特定健診、特定

保健指導を実施したほか、特定健診の未受診者

等に対し、受診勧奨を行うなど、早期発見、早

期治療による医療費適正化に取り組んでいます。

また、国保税の収納対策として新たに令和３
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年１月よりスマホ決済の導入を行うなど、赤字

解消に向けた取組を進めています。

堤委員 数字が非常に聞き取りにくかったので、

次からはゆっくり言ってください。

それで、超過勤務の延べ１５人というのは、

実数は何人ですか。

それと、コロナの入所施設の関係ですが、ホ

テルは３施設が閉鎖しているということで、結

局、第６波が来た場合にはそのホテルとすぐ委

託契約ができるのか、契約書上の対策はどうな

っているのか、さきほども聞いたけど、答弁が

なかったので、教えてください。

あと、国民健康保険は、いろいろ負担が大変

になってくることが分かり、今の数字を聞いて

びっくりしました。８万３千円が１０万９千円

になるということで、これは現役世代の負担の

軽減とよく言っていますが、現役世代の負担の

減というのは大体月３０円ぐらいしかないよね。

だから、そういう点からすると、やはりその分、

高齢者の負担が大きくなる。２００万円という

のは、ワーキングプアと一緒ですから、そうい

う点では。それにこれだけの負担をさせるのは

どうかと非常に疑問があるし、これは要望とい

うか、意見として言っておきます。

それと、これは県立病院でも言いましたが、

この状況の中でスタッフが非常に不足している。

だから、さきほどの看護師とか、スタッフの増

員については、いろいろ手立てを取っているの

は知っていますが、実際に増えていかなければ

意味がないから、そういう点では具体的に働く

環境をどういう形で改善していけば定着率が上

がるのか、県病を含め、そこら辺を再度聞かせ

てください。

首藤福祉保健企画課長 保健所職員の超過勤務

の実人数については把握できていませんが、昨

年度８０時間を超える超勤を行った職員が延べ

１５人です。月別で申し上げたときに１１月が

１人、１２月が１０人、１月が２人、２月が１

人、３月が１人となっているので、最少でも１

０人で、１０人から１５人の間の実人員になる

かと思います。

小野医療政策課長 新型コロナウイルスのホテ

ル療養を次の波に備えてすぐ開設できるのかと

いう質問です。

これまでの経験でいくと、営業しているホテ

ルから借上契約をした場合は、予約客を他の施

設に移すのに１週間程度時間を要するというこ

とになっています。そういうことで、第５波の

ときはあらかじめ感染が拡大しそうだというこ

とだったので、７日かかるところを、５日スパ

ンで開設した状況です。

そういう中で、かなりノウハウも得られたの

で、迅速にやっていくことができるのかなと思

っています。感染が落ち着いてきたので３棟減

らしましたが、大分市内の残りのホテルについ

ては、入所者がゼロになっても借上げを継続す

ることによって急拡大があったときでも素早く

対応できる体制を取ろうと考えています。

それから、看護師確保対策を実際いろいろや

っていますが、なかなか増えないのではないの

かということに対してです。ナースセンターの

調べによると、就職する際に重視する条件とし

ては、勤務時間がやはり一番多く、離職理由に

ついても、他分野への興味に次いで勤務時間が

長いとか超過勤務が多いということです。そう

したことから、やはりさきほど申したように、

勤務環境の改善について、これまで以上にしっ

かりやっていく必要があると考えています。

原田委員 まずもって、さきほど超勤実態の話

も出ましたが、福祉保健部の皆さんは本当に大

変な１年だったと思います。取組に心から感謝

申し上げるとともに、まだまだ油断できる状況

ではないから、これからも職員の皆さんは体に

気を付けられて、頑張っていただきたいと思っ

ています。

質問ですが、まず、決算事業別説明書の９３

ページ、児童養護施設退所者等支援強化事業費

について伺います。

この支援の中で、児童アフターケアセンター

おおいたというのがあります。私は退所者への

支援にちょっと関わることがあって、いろんな

問題が起きたときにこのアフターケアセンター

おおいたに行って、的確なアドバイスをいただ

いています。
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こども・女性相談支援センターにおられた伊

勢さんとか、二豊学園におられた山本さん、矢

野さんとか、とても経験豊かな方が的確にアド

バイスしてくれて本当に助かっています。

この事業の中でアフターケアセンターおおい

たについて、継続的サポートという書き方をさ

れていますが、具体的に、例えば、事業委託と

いう形で支援しているのかがちょっと気になっ

ていて、ぜひ現状についてお聞きしたいと思い

ます。

続いて、１０５ページにある自殺予防対策強

化事業費についてです。

自殺は、全国的には数は少なくなってきたと

いう報告もありますが、まだまだやはりあるわ

けです。その中で、社会福祉法人大分いのちの

電話があります。ここは２４時間３６５日、年

中無休で電話相談に取り組んでいます。あるこ

とがきっかけでそこの方と知り合いになって、

守永委員と二人で話を聞きに行ったことがあり

ますが、今、１日平均２５件ぐらい、以前、多

いときは１日５０件以上の相談があったと。ま

た、主に夜中にあることが多いという話を聞き

ました。ここは民間レベルのボランティアでや

っていますが、こういった民間の相談機関の役

割はやはり大きいわけです。こういったことに

関して県としての支援体制をぜひ伺いたいと思

います。

それから、通告していませんが、１点よろし

いでしょうか。

前々から気になっていましたが、この議場で

藤内さんのお顔を見て、ちょっとお願いしてお

こうと思います。最近はないですが、第２波の

ときにＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを使って、当

時、藤内さん、そして今、議会事務局長の二日

市さん、それと大分市の担当者の方が説明して

いました。３時からだったですかね、あの時間

になると、多くの県民があのチャンネルを見て

いたんですよね。

ある日、藤内さんが出られていないときがあ

って、そしたら、藤内さん、倒れたんじゃない

ですかという電話がありました。いや、その日、

県庁でお見かけしましたと話をしましたが、現

在、あのチャンネルはありません。議員では、

例えば、ＷｏｗＴａｌｋとかで情報が取れるし、

県民の多くは報道機関のニュース速報等で見て

いると思いますが、ああいった重要な施策につ

いては、やはり直接県民に知らせることが大事

だと思いますね。

あのチャンネルは、よくよく見ると、大分県

や福祉保健部のチャンネルではなく、報道機関

のチャンネルだったと思います。ですから、今

回第５波も大体落ち着きましたが、次にあると

きにはぜひ自らチャンネルを開設し、取り組ん

でいくのが必要ではないかと思って、来年度の

要望も含めて要請したいと思います。

河野こども・家庭支援課長 私からは、児童養

護施設退所者等支援強化事業についてお答えし

ます。

児童アフターケアセンターおおいたは、その

年に施設等を自立のため退所する若者を退所後

も支援するために継続支援計画を策定すること、

二つ目に、退所者からの様々な相談に応じ、実

生活で直面する問題の解決を支援することを中

心に活動しています。

１点目の継続支援計画の策定については、退

所者本人や、施設や里親の意向等も踏まえなが

ら策定しており、その数は平成３０年度からの

３年間で８７人となっています。センターでは、

この継続支援計画により退所後も継続的に本人

に連絡を取り、状況確認を行うほか、キーパー

ソンに連絡を取るなどして、相談があった場合

の問題の解決に活用しています。

なお、今年度の退所予定者４８人の継続支援

計画を現在策定中です。

２点目の退所者からの相談ですが、昨年度は

自立者４８人から延べ８０７件の相談を受け付

けています。うち１１２件は、スタッフが同行

し、若しくは家庭訪問などアウトリーチ型の支

援を行っています。相談内容は、身元保証人が

いない、定職がないためアパートに入居できな

い、借金問題などのほか、冠婚葬祭の知識がな

いといった生活相談、職場の人間関係で仕事を

辞めたい、職業を転々としている、さらには寂

しい、孤独といった訴えもあります。
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こうした相談に対してセンターは、以前入所

していた施設や里親、その他関係機関と連絡を

取りながら、利用できる制度の紹介、役所の手

続や就労のための活動に同行するなどして、生

活の安定や就労に向けての丁寧な支援を行って

います。

なお、今年度の相談件数は、８月末現在で昨

年度の８０７件を大きく上回る延べ１，１８７

件となっています。施設退所者等の支援体制の

さらなる充実が必要と考えています。

今後も本年度中に実施する県独自の実態調査

等を参考に必要な対策を講じるほか、センター

をプラットホームに当事者同士の横のつながり

もできるようにグループ等の育成も図っていき

ます。

藤丸障害福祉課長 私からは、大分いのちの電

話などの民間レベルのボランティアの支援につ

いてお答えします。

まず、委員がおっしゃった大分いのちの電話

ですが、御存じのとおり、悩みや不安を抱える

人に電話で対話し、その軽減を図ることを目的

としており、ボランティアの相談員が２４時間

３６５日、年間約１万件近くの相談を受け、丁

寧に対応しています。

いのちの電話に対しては、令和元年度から相

談員の養成講座に係る費用を助成しており、今

年度からは、さらに増額しました。

加えて、県庁舎別館の外来駐車場を、令和２

年１０月から開放、２台分を確保し、相談員の

負担軽減や利便性の向上を図っています。

それから、いのちの電話のほかに大分県公認

心理師協会という団体があり、これは県内の公

認心理師とか臨床心理士の皆さんで構成する団

体ですが、昨年、年の途中から自殺者が増加し

た傾向があり、より多くの人の相談につながる

ようにこの大分県公認心理師協会に委託して、

ＳＮＳを活用したオンラインの相談も始めまし

た。これは昨年、令和２年１０月からです。

ただ、御存じのように、その後、今年度初め

に個人情報の管理の問題があり、その情報の安

全確保のための対策を準備するということで現

在休止中ですが、来月１１月から再開できるよ

う準備を今、進めています。

このように、コロナ禍により、今後も自殺者

数の増加が危惧され、一人一人に寄り添い、丁

寧に対応することが重要となってきます。大分

いのちの電話などの民間団体の活動は重要で、

その力を借りることは必要不可欠と考えていま

す。今後も引き続き、その活動を支援していき

たいと思っています。

藤内理事兼審議監 御心配いただきありがとう

ございます。

昨年３月３日に県内１例目の感染者が発生し

て以来、第１波から第３波まで新規の感染者が

ある日には毎日、連日記者会見を行っていまし

た。昨年の年末年始の休みぐらいのときに、毎

日の会見から、今のように、例えば、クラスタ

ーが発生したり、感染者が急増したり、あるい

は変異株が確認されたりというときに会見を重

点的にやろうというふうに移行しています。

会見を定時、午後３時にやっていましたが、

その際に民法のテレビ局が、例えば、ＯＢＳと

かＴＯＳがそれぞれライブ配信をインターネッ

トでしていて、それを委員が御指摘のＹｏｕＴ

ｕｂｅでそれぞれ県民が見られる状況になりま

した。

御指摘のように、ああいうライブ配信によっ

て、私たちのメッセージを本当に一言一句きち

んとお伝えするという意味では、確かに重要な

役割を果たしていたと考えています。

第６波に向けては、また新たな感染の兆候で

あったり、新しい、こうしたことに気を付けて

ほしいといったメッセージをしっかり県民に届

けられるよう、こういう会見、さらにはライブ

配信も有効に活用していきたいと考えています。

原田委員 ありがとうございました。説明はよ

く分かりました。

いのちの電話等、大分にはたくさんの民間レ

ベルのボランティア活動があり、その全てに支

援をということはなかなか難しいと思いますが、

社会的重要性とか実績に応じた事業支援は、こ

れからも続けていっていただきたいと思います。

ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの関係はよく分か

りました。この話をすると、また仕事を一つ増
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やしてしまうのではないかなという思いもあり

ましたが、やはりきちんと県の思いを伝えてい

くのは重要だと考えます。

高橋委員 私から１点、主要な施策の成果の４

６ページ、骨髄移植ドナー支援事業についてで

す。

昨年、今年と世間は新型コロナウイルスとい

うことで、ほぼそれ一色に近い状況にあります

が、ただ、まだがん患者は決してなくなったわ

けではありません。私も自分が血液疾患を患う

まではほとんど知らなかったし、気にもかけて

いなかったですが、実は県立病院に入院してみ

ると、非常にたくさんの方が血液疾患を患って

入院されている。本当に血液内科の病床がほと

んど空く暇もなく、次から次へと患者さんが来

られる。また、自分のときもそうでしたが、４

人から５人が移植を待っている状況でした。

全国的にも毎年新たに約１万人以上がそうい

う疾患を患って、移植を必要とする患者も約２

千人以上、そのうち移植率が約６割となってい

ます。

若干、専門的になると思いますが、現在、大

分県内で骨髄移植を待っている患者数が大体ど

れくらいなのか、また、ドナーとして登録され

ている数はどれくらいなのか。ただ、当然、ド

ナーと患者がマッチしないと移植はできないわ

けで、その確率は大体どれくらいで、そこら辺

から計算すると県内にどれくらいのドナーが必

要となるのかを教えてください。

それから、事業概要の中に骨髄等を提供しや

すい環境整備とあります。この環境整備はどう

いうことをおっしゃっているのか、説明をお願

いします。

中川健康づくり支援課長 骨髄移植ドナー支援

事業について、大きく２点の質問をいただきま

した。

まず、待機患者数、ドナー登録者数及びマッ

チング確率等についてお答えします。

令和３年８月末現在、本県における骨髄移植

を希望する方は１６人です。これに対する県内

のドナー登録者数は４，１１９人、さらに全国

では約５４万人がドナー登録をしています。ド

ナーと移植を希望する方のＨＬＡ、いわゆるヒ

ト白血球型抗原、以降ＨＬＡと略しますが、そ

のＨＬＡと呼ばれる型が一致する確率は、厚生

労働省厚生科学審議会疾病対策部会造血幹細胞

移植委員会の資料等によると、兄弟姉妹間では

４分の１、非血縁者間、いわゆる他人では数百

分の１から数万分の１とされています。

ＨＬＡが一致する確率には非常に幅があるた

め、必要となる登録者数の推計は困難ですが、

令和２年の全国における実績では移植を希望す

る方２，０９２人のうち２，０１４人、実に９

６．３％の方が１人以上のドナー候補者を見付

けることができたという結果になっています。

移植を希望する方のＨＬＡに適合するドナー

候補者は全国のドナー登録者が対象となるため、

一人でも多くの方に登録していただくことが結

果として適合する確率を高めることになります。

本県においても、より多くの方にドナー登録を

していただくよう、引き続き、普及啓発に取り

組んでいきます。

続いて、骨髄等を提供しやすい環境の整備に

ついてです。

ドナー本人やドナーが勤務する事業所を対象

とした支援制度、いわゆる骨髄移植ドナー支援

事業費補助金のほか、企業経営者等に対するド

ナー休暇制度導入の働きかけ、県や赤十字血液

センター、日本骨髄バンクで構成する連絡協議

会における連携強化、若年層に向けたリーフレ

ットやホームページを利用した普及啓発等に継

続的に取り組んでいます。

高橋委員 県内で１６人の患者が待っており、

ドナー登録者が４千人ちょっとということで、

実は私がいるとき、ちょうどコロナウイルスが

全国的に広がり、結局それで都道府県間の移動

が非常に困難になったことで、ドナーを待って

いても、コロナのせいでなかなかそれが難しく

なってきている状況がありました。ということ

は、やはり一人でも多く県内の方のドナー登録

者を増やすことが今後必要になってくるのでは

ないかと思います。数百から数万分の１の確率

しかないということは、かなりの数の方に取り

あえず登録していただかないとなかなか難しい。
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ただし、ドナー登録にも、年齢から何からかな

り条件がたくさんあります。それでも、一人で

も多くの方に登録をお願いできればと思います。

ここに一つ、登録説明員の養成というのがあ

りますが、現在、大分県内では何人の方が登録

説明員になっているのか、また、１人の登録説

明員を養成するのにかかる費用とか、時間とか、

そういうものはどうなっていますか。

中川健康づくり支援課長 今後ともドナー登録

の普及啓発には努めていきたいと思います。

それから、説明員についてですが、私の勉強

不足で申し訳ありません。この場でちょっとお

答えできないので、後ほどお答えさせていただ

きたいと思います。

木付委員長 ただいま高橋委員から資料の要求

がありました。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

木付委員長 御異議がないので、ただいまの資

料を要求することとします。

高橋委員 すみません、よろしくお願いします。

やはり県が中心となって、ドナー登録の拡大

にもう少し時間とお金をかけていただくという

ことが患者の安心にもつながるし、救える命を

救うことができると思います。必ずしもドナー

登録したからといって移植ができるわけではな

いわけです。結局一致しなければ、登録はした

けれども、何もないことの方が逆に多いと思い

ます。そういう意味では、なるべく多くの方に、

いかにこれが重要かということを宣伝していた

だきたいと思います。よろしくお願いします。

守永委員 ２点ほどお尋ねしたいのですが、一

つが決算事業別説明書８３ページの若年性認知

症相談支援体制整備事業費と認知症にやさしい

地域創出事業費についてです。相談支援体制整

備事業で事業内容として相談に応じる支援コー

ディネーターは何人いるのか、教えていただき

たいと思います。

支援した実人数が、成果指標の３８ページに

書いてありますが、実人数で１５０人を超えた

と表記されています。ここ数年の実人数の変化

について教えていただきたいと思います。

実態調査を行ったというのは、若年性認知症

の患者を対象に実態調査をしたことだと思いま

すが、実態をどのように受け止め、どのように

就労支援につなげようとしているのでしょうか。

相談支援体制整備事業と、このやさしい地域

創出事業とは、それぞれが全く別々に動いてい

るのか、連携して動いているのか、その状況に

ついて教えていただきたいと思います。

次に、決算事業別説明書１０４ページ、発達

障がい児等心のネットワーク推進事業費、発達

障がい児・家族支援体制強化事業費についてで

すが、心のネットワーク推進事業で成果指標の

２５ページにありますが、成果指標として発達

相談支援につながった未就学児数が示されてい

ます。２０１９年度が１５４人、２０２０年度

が１２６人とありますが、５歳児健診を受けた

中からの相談支援と考えてよいのでしょうか。

その場合、５歳児健診を受けた人数、いわゆる

分母となる人数が何人かを教えてください。発

現率という表現をしていいのか分かりませんが、

発現率が何％なのか、知りたいと思います。

阿部高齢者福祉課長 若年性認知症関連につい

て、４点ほど御質問をいただきました。

まず、若年性認知症相談支援体制整備事業で

は、平成２８年６月から若年性認知症支援コー

ディネーターを１人配置しています。現在まで

１人となっています。

令和２年度までの新規相談者の数の推移につ

いては、平成２８年度は３８人、平成２９年度

は１３人、平成３０年度は４６人、令和元年度

は２５人、令和２年度は３７人と５年間で計１

５９人となっており、実人数の推移については、

年度によってばらつきがある状況です。

次に、実態調査の結果については、令和２年

５月現在、県内の若年性認知症の人の数は２８

７人となっており、就労に関しての主な意見と

しては、仕事を覚えられず辞めざるを得なかっ

たり、働けるのに介護施設には行きたくないな

どという意見をいただいています。これを受け、

県としては、本年３月に策定した第８期のおお

いた高齢者いきいきプランにおいて、働く場で

の理解促進に向けた情報発信を行うほか、就労

継続支援事業所での受入状況等を把握するなど、
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若年性認知症の人が働きやすい環境の整備を進

めることとしています。

最後に、若年性認知症相談支援体制整備事業

と認知症にやさしい地域創出事業については、

若年性認知症支援コーディネーターを通じて連

携した取組を行っています。

具体的には、コーディネーターが当事者から

の相談に応じる中で他の当事者からの助言が効

果的だと判断される場合には、認知症にやさし

い地域創出事業のピアサポート活動につなげ、

ピアサポーターが同じ立場で寄り添うことで不

安の軽減などが図られています。

藤丸障害福祉課長 私からは、発達障がい児等

心のネットワーク推進事業についてお答えしま

す。

この事業で実施する市町村５歳児健診への専

門医の派遣ですが、あらかじめ保健師や地元の

医師がスクリーニング、選び出した上で、３歳

児健診では発見が困難な注意欠陥多動性障がい、

いわゆるＡＤＨＤ、こういった発達障がいの疑

いがある児童を専門医が診察することで、保護

者の障がいに対する受入れを促し、就学までの

適切な支援につなげることを目的としている事

業です。

この専門医を派遣したところが１０の市と町

で、５歳児健診を受けた人数は、対象となる市

町村では令和元年度が２，１４８人、令和２年

度が１，７６６人でした。また、医師を派遣し

た市町の５歳児の全人口のうち専門医派遣で診

察を受けた児童の人数、割合ですが、令和元年

度が人口２，２２９人の中の１５４人で６．９

％、それから、令和２年度が全人口２，０４６

人のうち１２６人で６．２％という結果でした。

この割合については、平成２４年度に文部科学

省が小中学校の学級で学習面、または行動面で

著しい困難を示す児童生徒の割合の推定値とし

て示した６．５％に近い数字でした。

守永委員 まず、若年性認知症相談支援体制に

ついては、コーディネーターが１人ということ

で、その年度によって多い少ないはあるものの、

平成３０年では４６人、令和２年でも３７人と

結構多いときもありますが、コーディネーター

１人で今の状況として、足りているという表現

をしていいのかどうか分かりませんが、十分な

対応が取れるのか、その様子を伺いたいと思う

し、このコーディネーターをもっと必要である

と思っているのであれば、増やしづらい、増や

せない背景が何かあるのか、その要因について

分かれば教えていただきたいと思います。

また、ピアサポーターとして仲間同士でとい

う意味合いもあるだろうと思いますが、それが

うまくいくケースというのがそう多くはないの

ではないかなと感じる部分もあります。その辺

のピアサポーターの活用状況という表現をした

らおかしいですね、うまくいっているケースは

どのくらいあるのか、教えていただければと思

います。

あと、発達障がい児の心のネットワーク推進

事業については、事業としてはかなり長くなっ

て、派遣される医師の熟練度と言ったら失礼な

のかもしれませんが、子どもたちへの接し方で

気付く能力も高まってきていると思いますが、

ただ、それをサポートする、いわゆるそういっ

た能力を身に付けたドクターがどのくらい充足

されてきているのかを、今、もし数字をお持ち

でなければ、どういう変遷があったのか、教え

ていただければと思います。

特に６．５％の全国数値とほぼ一緒というこ

とであれば、その中である程度充足しているの

かなという思いもありますが、その状況を教え

てください。

阿部高齢者福祉課長 若年性認知症関係で３点

御質問いただきました。

まず、コーディネーターの人数についてです。

コーディネーターの相談者への支援にあたって

は、相談者の状況に応じて、それぞれの関係機

関、例えば、障がい者の就業・生活支援センタ

ーや、高齢者関係の地域包括支援センター等の

支援機関と緊密に連携して、それぞれの職場や、

地域で適切に支援が行える体制づくりを連携し

て行うことが大変重要です。コーディネーター

が一人で何でもやるというものではありません。

このため、そういった支援機関を対象とした

若年性認知症支援者向けのガイドブックを県と
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して作成しており、また、それを研修会等を通

じて広く知らしめ、体制の強化に努めています。

お尋ねの若年性認知症支援コーディネーター

の人員体制については、さきほど実態調査結果

を申しましたが、昨年度の実態調査は２回目に

なります。その前に平成２５年度にも調査して

おり、平成２５年度の調査のときには若年性認

知症の人が３２１人、昨年度調査では２８７人

ということで、３４人ほど減っています。

人員体制の検討にあたっては、こうしたこと

や、また、各地域などにおける、さきほど申し

た各地域等での支援体制の状況、また、他の自

治体の状況なども参考にしながら検討していき

たいと考えています。

２番目の御質問の増やせない要因があるのか

についても、昨年度の調査結果では認知症の人

の数が減ったのがその要因というわけではあり

ませんが、一つの判断材料になるのかなと考え

ています。

３番目のピアサポーターの関係については、

若年性に限らず認知症の方を支援する制度で、

必ずしも若年性と連携した数字ではありません

が、手元の資料では、令和元年度からピアサポ

ーターの登録制度を始め、令和元年度に５人登

録して、令和２年度に４人登録しています。

活用状況としては、ピアサポーターを派遣し

た回数は、令和元年度が３市町に対して４回で

す。また、令和２年度については、７市町に計

１５回派遣しています。

藤丸障害福祉課長 私からは、発達障がいのあ

る子どもへのサポートができる医師の状況につ

いてです。

説明した心のネットワーク推進事業の専門医

の派遣は、昨年度は大分大学を心の診療拠点病

院として、１０の市と町に計４３回専門医が行

き、１２６人の子どもの診察をしました。

それとあわせて、県では各地域で発達障がい

に早期に気付くことが重要と考え、各地域の小

児科医とか、内科医とか、かかりつけの医師が

子どもの発達障がいの可能性に早く気付くこと

で早期発見、早期支援につなげたいということ

で取り組んでおり、令和元年度までに、県内の

７７人の小児科医、内科医等に対して、国の研

修を受けた医師が伝達研修をする形で研修を行

い、早期発見につなげようという取組をしまし

た。

残念ながら、昨年度については、新型コロナ

の関係で集まって研修することが困難だったの

で、医療機関に資料を配付、周知して、態勢を

前に進めています。

木付委員長 さきほど要求のあった資料につい

て説明があります。

中川健康づくり支援課長 骨髄移植ドナーの登

録説明員についてお答えします。

現在、説明員の数は、令和３年３月末現在で

１３人です。研修は、座学が１日、説明員の取

組を実際に見る実地で１日、計２日を要してい

ます。１３人の中には保健所の職員もいるし、

一般県民もいます。

養成に係る費用ですが、講師に必要であれば

報酬をお支払いするぐらいで、予算的には余り

多くありません。

木付委員長 ほかに事前通告されていない委員

で質疑はありませんか。

麻生委員 決算事業別説明書６６ページの上か

ら４段目、医療・薬局機能情報整備事業費につ

いて及び６８ページの薬務取締費の中で薬務関

係情報システムの運用等とあります。それに関

連して今回の新型コロナウイルスのワクチン、

令和２年はまだワクチン接種には至っていませ

んが、ふだんからのこうした部分の整備はとて

も大事であることが認識されたわけです。今回、

特に大分市が、全国の中核市で最もワクチン接

種が遅れているという現実の中でいろいろ調べ

てみると、民間のスマートニュースアプリのワ

クチンマップの接種可能施設、予約可能施設の

情報とか、ニュースダイジェストアプリのコロ

ナの感染事例マップなど、これは私も毎日確認

していますが、行政が発信する情報よりかなり

進んでおり、この中でワクチン接種可能な施設

というのが一時期、大分市はほとんど動いてい

なかったんですね。かかりつけ医に多分配分さ

れているんでしょうけれども、それがずっと動

いていないという事実が分かっていたにもかか
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わらず、なかなか動かないと指摘しても動きが

鈍かったことがありました。

また、その部分については市の医師会とかと

しっかり連携するよう、医師会の先生方にも直

接言ったところ、多少その後、動きがあり始め

ているように思いますが、そんな問題もあるし、

また、ニュースダイジェストアプリのコロナの

感染事例マップに関して言うと、連休の間にフ

ァストフード店の従業員が一気にばっと感染し

ているとか、いろんな人流に対する傾向なんか

も出ていたので、東京で発生すると地方でも同

じ傾向があったとか、今のうちにしっかり分析

し、次に備えることが大事ではないかなと思う

ので、こうした情報共有のシステムという部分

について、まず分析、検証、そして、次への備

えについての考え方をお尋ねします。

次に、先般県病の審査の際に、地域の拠点と

して、臨床のとりでとして頑張っておられると

言いました。県病の場合はある意味、重症患者

の受入れだったが、重症患者の症例と軽症患者

の症例、中等症状の症例、それぞれ違うと。そ

ういったことについて、市中のかかりつけ医と

か病院の先生方から情報不足と、初めてのこと

で分からないんだという声が聞こえてきました。

それに対する治療法とか、そういった最新の情

報を含めて、病院の先生方の連絡協議会か何か

ありましたが、それもリアルタイムの非接触で、

遠隔で、Ｚｏｏｍで常に情報共有できるシステ

ムも必要ではないかと御指摘し、こういった部

分についても検討してほしいという話をしてい

ましたが、そういう意味での拠点病院との連携、

医師会の先生方全てとの情報共有の在り方につ

いて伺います。

工藤審議監 まず、大分市、特にワクチン接種

の進捗のことを御心配いただきました。

確かにいろんな数字に我々も接しますが、今、

委員が御指摘の他の同規模人口の都市部に比べ、

少し遅いのではないかという御指摘は、我々も

同じ認識を持っています。かなり前からそうい

う懸念もあったので、県も大分市のワクチン担

当の部署と毎週、直接会い、何とか促進をとい

うことでかなり話していましたが、なかなか市

内の接種の促進は図られませんでした。

御承知のとおり、最近、病院、あるいは九州

電力の会場等の予約の埋まり具合を見るとなか

なか空きがある状況で、特に若い世代の方、接

種に余り関心のない方をいかにして実際の接種

に持っていくかというところで、大分市医師会

の皆さんの御協力により、いろいろ広報活動と

かを試みていますが、結果としてまだ出ていな

いところは重く受け止めています。県営接種会

場でお手伝いもしながら――大半が大分市民な

ので、市と一緒になって最後の追い込みをかけ

ていきたいと思っています。

また、第３回目接種ということで、全国的に

可能性が指摘されています。当然１回目、２回

目の接種の各市町村の進み具合、問題点、反省

点を十分検証しながら、次なる場合にも速やか

な接種を目指していきたいと県としては思って

います。

藤内理事兼審議監 まず、全国の感染の状況等

で、本当に大分の感染対策にも有効な情報につ

いては、当然、メディアやネットからも収集し

ていますが、それに加え、今、毎週１回ですが、

コロナに対応している全国の医師や、行政の関

係者、そして、感染症研究所のスタッフなど、

専門家の皆さんがＺｏｏｍで情報共有する会が

あります。毎回１時間半程度ですが、これは報

道ではなかなか伝えられない、こうしたことが

実際起こっているよといったことの情報も収集

し、それを県の対策にもいかしています。

それから、実際に地域で感染者を御覧になっ

ている、特に軽症者から中等症、そして、重症

の感染者を診ている医療機関での治療に関する

情報については、月１回から少し頻度が減りま

すが、大分地域においても、そうした先生方が

正に委員が御指摘のＺｏｏｍを使った情報共有

会議を行っています。

当初は、例えば、ステロイドの投与のタイミ

ングであったり、レムデシビルをどう使うかと

いう話から、最近では、抗体カクテル療法の使

い方についても情報共有しています。そのお陰

で、大分県においては、この抗体カクテル療法

をより積極的に活用することにより重症化を防
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げたと考えています。

委員が御指摘のとおり、コロナについての治

療、これから内服の治療薬も出てきますが、最

新の治療について現場の先生方が情報共有する

のは非常に重要なので、当然、行政として、そ

うした機会を県、大分市、中央地域だけではな

く、それぞれの地域で、保健所が地域の先生方

と結んでそうした取組を既にしているので、こ

ういうものをより積極的に進めていきたいと考

えています。

後藤委員 私も自身がコロナにかかり、皆さん

に本当にお世話になりました。特に福祉保健部

の池邉課長あたりは最前線で、正に大変なとき

に朝から晩までいろんなことをされていたと思

うと本当に感謝しかないと思っています。

そんな中で、私自身がかかってよかったとは

言いませんが、かかったからこそ分かることが

あったので、ちょっとそれを聞きたいなと思っ

て質問します。コロナの予算全般なんでしょう

けど、一つはコロナの陽性者がホテルに隔離さ

れます。このときにかなりホテル内での雑用が

多いと思いますが、あの辺の人員については、

県庁の職員も行かれていると聞いており、かな

りの数があの中に必要だったのではないかなと

思います。そういった人員の確保に、今後、第

６波は――来ないことを祈りますが、さきほど

ノウハウを蓄積されてきたということも言われ

ていたので、その辺は大丈夫なのかなというの

を改めて伺いたいというのが一つ。

それから、自宅療養についてですが、私の話

をすると、私がかかったときには家内と中学１

年の娘がかかり、その２人はホテル療養になり

ましたが、下の５歳の娘が濃厚接触者で、どこ

にも行けない。不幸中の幸いで家内の母がいた

ので、２人が濃厚接触者になって自宅療養とい

う形になりましたが、あの一番多いときは、か

なりの数の方がホテルに入れないで自宅療養と

いう形を取らざるを得なかったと思います。

私はホテルにいたので、朝と夕方、保健師か

ら体温とかパルスオキシメーターで測ってくだ

さいとか連絡がありましたが、自宅療養の方で、

体温計はあったとしても、そういったパルスオ

キシメーターなんかない方もおられるのが当然

の状況ではないかと思います。そういった方の

ケアをできていただろうかと。皆さん大変な中

で、自宅療養だとかも含め、かなりの濃厚接触

者がいたと思うと、そこは職員の踏ん張りどこ

ろだったと思いますが、頑張りようといったら、

かなり精神を使いながら、すり減らして頑張ら

れたと思うので、今は統計も取られていると思

いますが、そのときの問題点を感じていました。

特にひとり親家庭の方とか、親御さんがかか

ったときは、お子さんを一人残して行けない状

況は他にもあったのではないだろうかと感じる

ことがあったから、そういったことがもし事例

としてあれば教えていただいて、今後の対策等

を考えられていたら教えていただければと思い

ます。

小野医療政策課長 私から宿泊療養施設の関係

についてお答えします。

入所者が増えたときに人員の確保が大変では

なかったのか、どう対応していたのかというこ

とですが、ホテルの運営については、各部をま

たいで全庁的に応援体制を取っており、各ホテ

ルに２人ずつ、それに加え看護師も２４時間２

人ずつという体制を取っています。

ただ、入所者が増えてくると、委員から御指

摘いただいたようにかなりいろんな業務が増え

てくるので、そういったときには、看護師につ

いては入所する際に支援する看護師を追加で配

置して対応してきました。

また、県職員２人だけでも通常のところが大

変になるということで、そういった場合につい

ても、民間の、例えば、警備会社の警備の方と

かを増員して対応してきました。

ノウハウの蓄積に伴い、民間の事業者の力を

借りながら、民間に運営自体を委託する取組も

今、進めています。

また、ＩＣＴと言うか、オンラインカメラと

かをそれぞれ各フロアに配置し、不測の事態に

備える対応も取っています。

河野こども・家庭支援課長 コロナ禍で、ひと

り親家庭の方が陽性者になった場合の子どもの

預け先の件ですが、そうした場合には児童相談
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所が預かることを想定して準備していました。

今年の第５波の一番多い頃には、実績として

２世帯４人を児童相談所が一時保護し、保護者

が回復するまで預かりました。今後、第６波に

備え、十分な数を確保することを予定しており、

現在、１６世帯で保護が必要になった場合も預

かることができる体制を整えています。

池邉感染症対策課長 自宅療養者のケアの現状

について御質問いただいたので、これまでに経

験した事例について簡単に御報告します。

特に第５波、患者が急増したときは、家族全

員が陽性になるケースが多くありました。子ど

もが小さかったりして、例えば、ホテル療養で

離乳食が難しいケースは自宅療養を選択してい

ただき、その際にはパルスオキシメーターを貸

し出し、自宅療養者についても必ず保健所の保

健師が１日最低１回は連絡することでケアして

きました。一時的にパルスオキシメーターを全

世帯に配ることが困難な時期もありましたが、

追加で購入し、できるだけ多くの方にきちんと

観察できる体制は──少し遅れたこともありま

すが、できるだけ整えていったし、新生児や乳

児といった小さい子が陽性になることが多かっ

たので、県としても新生児用のパルスオキシメ

ーター、専用の小さいものでないと測れないの

で、追加で購入し、できるだけ早期に対応でき

るようにしました。それと、入院調整に関して

も、できるだけ保健所から環境整備、一つ一つ

できるだけ丁寧に聞き取り、その世帯において

どこの療養が一番望ましいかということを選択

しながら、場合によっては陰性の子どももあわ

せて入院調整をお願いしたケースもあります。

大部屋に４人とか家族まとめて入院をお願いす

るケースもあり、個別のケースにあわせて入院

調整、自宅療養の選択というのは行ってきたつ

もりです。一部自宅療養にせざるを得なかった

ケースも患者急増の折にはありましたが、保健

師は必ずケアで聞き取っています。

山田福祉保健部長 新型コロナ対策については、

昨年から１年半と長期にわたっており、私が見

るに第１波よりも第２波、第２波よりも第３波

と大きな波をかいくぐるにつれ、いろんな対応

が洗練され、効率化していっているのではない

かと考えています。

最初の頃は１人出ただけでも大騒ぎ、右往左

往していたのが、かなりその辺の対応はノウハ

ウの蓄積によってうまく回るようになったので

はないか。ただ、そうは言っても、今回の第５

波については想定外の発生数で、委員の皆さま

にも、それから、県民の皆さまにも大変御心配

をかけ、反省しています。

今、ちょうど全庁をあげ、振り返っていて、

一つ一つ様々な分野、これまでの問題点を抽出

し、それについて、第６波に備えてどういう対

応をすればいいか検討しています。また、今後

取りまとまったら、特別委員会や常任委員会等

で報告したいと考えています。

木付委員長 予定時間が近づいているので、委

員外議員の質疑は事前通告があった２人のみと

します。質疑、答弁とも簡潔にお願いします。

衛藤委員外議員 それでは、大分県長期総合計

画の実施状況について、１６ページ、おおいた

出会い応援事業について伺います。

さきの一般質問の知事答弁において、人口減

少対策においては結婚支援に注力したいとあり

ました。令和２年度の成果指標としては、実績

は５２組となっています。単純計算して１組が

２人を産んだとしても、約１００人の増加効果

になると思います。人口減少の解消に向け、規

模感としては、数字的にまだまだ大きく不足し

ているのではないかと懸念しています。

当然、結婚支援事業はこれだけではないと思

うので、令和２年度の結婚支援に関する全ての

事業を合計した人口減少対策効果の結果を数値

でまずはお示しください。

続いて２４ページ、子どもの居場所づくり推

進事業について伺います。

事業概要に、子どもの居場所を確保し、貧困

の早期発見、早期支援につなげるためと目的に

ついての記載があります。一方で、この事業の

成果指標が子どもの居場所の開設数となってい

ます。事業目的がこの成果指標の設定ではきち

んと測れていないのではないかと心配していま

す。本来の目的である子ども食堂を通じた貧困
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の早期発見、早期支援が行われた件数が実際ど

れぐらいあるか、把握されていたら御回答をお

願いします。

最後に３７ページ、介護のイメージアップ大

作戦事業について伺います。

事業概要を見ると、介護職員の離職防止、定

着を促進するためと事業の目的についての記載

があり、一方で、成果指標を見るとＷＥＢサイ

トアクセス数という形で記載されていて、この

成果指標では本来の目的の達成効果が判断でき

ないのではないかと思いますが、御見解を伺い

ます。

また、活動指標の中にＰＲ動画の再生回数と

あり、そこに１，０４６回と記載があります。

ＰＲ動画の作成、発信に要した費用を見ると５

７９万８千円。これは単純計算すると、１回の

再生回数に費やした費用は約５，５００円とな

っています。私は先日、久しぶりに映画を見に

行きましたが、映画館で２時間見ても１，８０

０円、こういったものと比較すると、非常にこ

の点、ちょっと比較対照としてはふさわしくな

いかもしれないですが、費用対効果自体に大き

な問題を抱えているのではないかと心配してい

ますが、その点の評価をお聞かせください。

一丸こども未来課長 結婚支援関連事業に関す

る人口減少対策の効果について御質問いただい

たのでお答えします。

本課における令和２年度の結婚に関する事業

については、出会い応援事業のみとなっていま

す。この結婚支援に関する事業の実施により人

口減少対策としての効果を具体的な数値で示す

ことは困難ですが、類似の結婚支援センターを

設置する全国２６県の成功率を人口１０万人当

たりで比較すると、本県は第８位となっており、

一定程度の成果は上がっていると考えます。

出生数の減少は、若い世代の減少に伴う婚姻

数の減少に加え、未婚化の進行、晩婚化、それ

に伴う晩産化が大きく影響していると考えてい

ます。国の調査によると、未婚者のうち９割は

結婚の意思を持っており、２５歳から３４歳の

出産ピーク年齢時の女性が独身にとどまってい

る理由の第１位は適当な相手に巡り合わないこ

ととなっています。

昨年度、県で実施した県民意識調査を見ても、

１世帯当たり２．１７人の子どもがおり、結婚

を機に平均２人以上の子どもが生まれている実

態があります。

こうした状況を踏まえ、まずは結婚の希望を

かなえようと平成３０年６月に出会いサポート

センターを開設し、成果指標については成婚数

としました。本日現在、７２組の成婚となって

います。

婚姻数の増加については、こうした出会い事

業のみでなく、若い世代の流出防止や、雇用や

所得などの労働問題、男女が共に育児と仕事を

両立できる企業の意識改革や環境整備など、様

々な観点から総合的に推進していく必要がある

と考えています。

その上で、まずは県民の皆さまの結婚して子

どもを持ち、安心して育てたいという希望をか

なえていくため、福祉としてできることをやっ

ていきたいと考えています。

河野こども・家庭支援課長 子どもの居場所づ

くり推進事業について御説明します。

この事業は、平成３０年度から子ども食堂の

新規開設や機能強化に要する経費を市町村を通

じて補助するもので、現在８３か所まで増えて

きています。

この事業の目的は一つではなく、家庭、学校

のほかに第３の居場所として地域に子どもが安

心して過ごせる場をつくることであり、その中

で副次的、二次的目的の一つとして、子どもの

貧困の早期発見があると考えています。

議員から御質問のあった貧困の早期発見、早

期支援が行われた件数ですが、市町村要保護児

童対策地域協議会を通じて調査したところ、本

年１０月８日現在で１０５人いました。子ども

食堂でスタッフが子どもの食事の様子や発言か

ら家庭内の状況が気になり、市に相談して早期

発見に至ったケース、それから、定期的な子ど

も食堂の利用で栄養状態の改善や子どもの心の

安定が図られ、不登校傾向が改善されたり、学

習支援による学力向上で子どもの成長が見られ

た事例もありました。
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さらに、子ども食堂は子どもの食事や学習と

いった生活を支える場のみならず、そこに来る

スタッフや支援者と関わることで、様々な大人

のロールモデルに出会う場所でもあります。貧

困等により生活体験が乏しく、子どもらしい生

活を送ることが難しい子どもにとって、地域に

こうした居場所があることは大変重要だと考え

ているので、引き続き、子どもの居場所づくり

を推進していきます。

阿部高齢者福祉課長 介護のイメージアップ大

作戦事業についてお答えします。

本事業は、介護の仕事への新規就労の促進を

図るため、若年層を対象に介護の仕事の魅力を

発信することを目的としています。しかしなが

ら、お手元に配付の主要な施策の成果３７ペー

ジの一番下のナンバー６に書いていますが、そ

ちらの事業概要欄の記載がちょっと分かりづら

いことから御指摘の成果指標との不整合を感じ

られたものと思われます。本事業の目的として

は、そこの事業概要欄に書いている、あくまで

新たな介護従事者を増やすことを目的としてお

り、そのためには介護の仕事のＰＲ動画など情

報発信の基盤となるＷＥＢサイトを多くの方に

見ていただくことが重要ということから、この

成果指標としました。

なお、介護職員の離職防止と定着の促進の取

組については、せっかく新規の就労で新しい方

が見えても、その方の職場には同じような年齢

構成の方がいないといったことで、悩みを打ち

明けられずに行き詰まり感が出て離職するとい

った例も聞いているので、同じ年代の方が横の

つながりを持って、職場を横断していろいろ打

ち明けとかできるような、そういう若手介護職

員の交流研修会を本事業の中で開催しています。

次に、ＰＲ動画については、６分間の動画と、

また、１５秒間のスポットＣＭ版をつくってい

ます。この二つを通じて、介護の仕事の魅力が

多くの人に伝わるように取り組みました。

また、この６分間の動画については、県内の

介護職員の思いや経験を基に制作されたもので、

タイトル等についても、さきほど申した若手介

護職員交流会の受講生たちが自ら情報発信しよ

うということで考えたものです。この動画につ

いては、現在もＹｏｕＴｕｂｅで視聴すること

ができ、公開後の再生回数については、本日現

在で約１，６００回となっています。今後も、

この動画を多くの方に見ていただくことで介護

の仕事に就くきっかけになるものと考えていま

す。

なお、委託料積算額の５７９万８千円のうち

テレビＣＭ放映料については、２４７万３千円

が含まれています。

衛藤委員外議員 いろいろと考慮しながら予算

や事業を作成されているのは、我々も理解して

います。一方で、今、質問したように、答弁を

お伺いしても、事業の本来の目的と成果の間に

少し距離があるのではないかと感じる事業が散

見されます。

子ども食堂についても、子ども食堂の設置を

推進すること自体については当然、大事だと思

います。さきほど１０５件の発見ができたとい

う御答弁がありました。本来であれば、こうい

ったことをぜひ成果指標に設定していただけれ

ばと思っています。

また、事業構築の際には、成果設定は作成段

階で引き続き入念に行っていただければと感じ

ています。福祉事業の場合は、目に見えた成果

指標を設定しづらいのも大変よく理解していま

すが、一方で、成果を測れるものは、来年度の

事業構築においてはしっかり内容を見直してい

ただければと思います。

こういった答弁で、必ず一定程度の成果はあ

ったという御答弁をいただきますが、そこは問

題にしていないです。その成果に対してどれだ

け費用とのバランスが取れているのかがこの審

議の題目なので、成果はないなんていうことは

あり得ないですから、それがどれだけ見合って

いるかをしっかりやっていただき、今回の決算

審査の結果を来年度予算の作成にあたっては十

分に考慮していただきたいと思いますが、この

点、部長の見解を伺います。

山田福祉保健部長 議員が御指摘のとおり、成

果指標というのは、それぞれの事業の目的の達

成度を評価する意味で非常に重要なものと私も
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考えています。予算が有効に活用されているか

を県民が評価する上でも、この成果指標の設定

は大変重要であると考えています。

ただ、さきほど来説明しているように、事業

目的が複数ある場合とか、なかなかその目標の

設定が難しかったり、あるいは定性的なもので

はなく、定量的な指標でないと進捗率等が算出

できないこともあり、なかなか苦労しています

が、当初予算編成にあたっては、県民に対する

説明責任等もしっかり念頭に置いて、目的に合

致したより分かりやすい成果指標を組み立てて

いきたいと考えています。

森委員外議員 主要な施策の成果の１１６ペー

ジです。一番下にある地域生活定着支援事業２，

６１５万９千円について伺います。

こちらの成果指標を見ると、令和２年度にお

けるフォローアップ事業を実施した人の再犯防

止率１００％とありますが、実施した人数、ま

た、普及啓発活動の具体的内容についてお聞か

せください。

首藤福祉保健企画課長 地域生活定着支援事業

についてお尋ねいただきました。

県では、刑務所等から出所予定の高齢者や障

がい者のうち福祉的な支援を要する方への支援

ということで、地域生活定着支援センターを大

分市内に設置しています。センターでは、福祉

サービスに至る事前の準備や、グループホーム

などの受入施設確保のためのコーディネートを

行っているほか、入所した後のフォローアップ

業務、あるいは相談支援業務などを実施してい

ます。

議員がお尋ねの再犯防止率については、昨年

度はコーディネート業務として３７人、フォロ

ーアップ業務として３６人、合計７３人を支援

しており、それら全員の再犯がなかったという

ことで、再犯防止率が１００％となったもので

す。

森委員外議員 非常に大切な事業だと思ってい

ます。そして、この予算を見ると、令和３年度

が１千万円増えて３，６００万円ほどとなって

いるのと、今後の方針の中に支援に本格的に取

り組むという表現がありますが、これについて

詳しくお聞かせください。

首藤福祉保健企画課長 予算決算額２，６１５

万９千円については、地域生活定着支援センタ

ーの設置運営に係る委託料となっており、社会

福祉法人大分県済生会に委託しており、センタ

ー職員の人件費や活動経費、あるいは普及啓発

の経費等が含まれています。

今回、令和３年度にかけて増額していますが、

特に逮捕、勾留された後、不起訴になった被疑

者とか、起訴されても執行猶予となった被告人

等の支援がこれまで不十分であったという国の

指針の改正等もあり、入口支援と言っています

が、そういった方への支援を強化するため、今

年度からセンターの職員を６人から２人増やし、

８人体制と強化し、支援を強化することとして

おり、その点で本格的に取り組むという表現に

しており、しっかり取り組みたいと考えていま

す。

森委員外議員 最後に、この入口支援ですが、

これまでは社会復帰支援、出口支援が中心だっ

たと、それを地域生活定着支援センターによっ

て平成２２年から１０年以上支援しているとい

うことで、非常に大切な事業だと思うのと、今

回、入口支援、いわゆる取調べとか司法手続段

階における支援ということです。この事業につ

いては、福岡県が新たに組織を、いわゆる地域

生活定着支援センターと別組織をつくって進め

ているということです。さきほど大分は済生会

に増員という形で委託するということですが、

この判断に至った経過について教えていただけ

ればと思います。

首藤福祉保健企画課長 地域生活定着支援セン

ターについては、大分県済生会に委託しており、

平成２２年度からの蓄積があります。センター

のスタッフは、いずれも社会福祉士や精神保健

福祉士といった専門資格を有している方で、粘

り強く、いろんなところの相談をたらい回しに

された方を最後のとりでとして、こういった刑

を終え出所されて困っている方、さらには入口

支援で、短期間でいろんなサービスにつなげて

いかないといけない状況もあるので、現状のセ

ンターの人員を強化することで、これまでも入
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口支援を全くやってこなかったわけではないの

で、これまでの経験、知見も踏まえ、さらに強

化していくという観点で増強しています。

木付委員長 それでは、本日の質疑等を踏まえ、

全体を通して、委員の方からほかに、何か質疑

はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

木付委員長 ほかにないようですので、これで

質疑を終わります。

それでは、これをもって福祉保健部関係の審

査を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

これより内部協議に入るので、委員の方はお

残りください。

〔委員外議員、福祉保健部退室〕

木付委員長 これより、内部協議に入ります。

さきほどの福祉保健部の審査における質疑等

を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと

思いますが、特に、指摘事項や、来年度予算へ

反映させるべき意見・要望事項等があれば、お

願いします。

堤委員 保健所とか看護職員の時間外勤務、８

０時間、１００時間と非常に多くなってきてい

ると思います。そういう点では、いろんな対策

は講じていますが、結局勤務時間が一番のネッ

ク、課題とさきほど来の答弁からも分かります

が、それを解消するための具体的な取組とか、

定数の増も含めた改善策を来年度はもう少し真

剣にやっていかないと、第６波に保健所自身が

対応できなくなってしまう可能性もあるから、

そういう点のぜひ強化を来年度予算ではしてい

ただきたいと要求します。

木付委員長 ただいま、委員からいただきまし

た御意見、御要望及び本日の審査における質疑

を踏まえ、審査報告書案として取りまとめたい

と思います。

詳細については委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

木付委員長 それでは、そのようにします。

以上で福祉保健部関係の審査報告書の検討を

終わります。

暫時、休憩します。

午後０時１４分休憩

午後１時０２分再開

大友副委員長 休憩前に引き続き、委員会を開

きます。

これより、生活環境部関係の審査に入ります。

執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔・明瞭にお願いします。

それでは、生活環境部長及び関係課室長の説

明を求めます。

磯田生活環境部長 それでは、初めに昨年度の

決算特別委員会において御指摘のあった案件に

ついて、措置状況を御報告します。

令和２年度決算特別委員会審査報告書に対す

る措置状況報告書の１４ページをお開きくださ

い。

（３）個別事項についての④防災意識向上疑

似体験啓発事業についてです。

おおいた防災ＶＲは、令和元年度に地震編、

津波編、土砂災害編を、令和２年度に洪水・浸

水害編、台風編を制作しており、様々な災害を

対象とした防災教育に活用できるものとなって

います。

県では、防災研修会やイベントなどにＶＲの

視聴用ゴーグルを用意し、参加者に体験しても

らうとともに、県民が容易に利用できるよう、

各振興局及び防災対策企画課で視聴用ゴーグル

の貸出しを行っています。

また、より多くの方が視聴でき、スマホ用Ｖ

Ｒゴーグルも利用できるよう、令和２年１２月

にはＹｏｕＴｕｂｅに全編公開し、視聴回数は、

令和３年８月２０日現在で約５１万回となって

います。

今後も市町村と連携して、テレビなどの広報

媒体や啓発動画、講習会・イベントなどを通じ

て広く周知し、利用促進に努めていきます。

次に、生活環境部の全般的な決算内容につい

て御説明します。

令和２年度一般会計及び特別会計決算事業別

説明書の１０７ページをお開きください。
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令和２年度歳出決算総括表です。

決算の総額ですが、表の一番下の欄の歳出合

計を御覧ください。予算現額１２１億９，２５

４万９千円に対して、支出済額が１１６億８，

５５９万９，３２２円、翌年度繰越額が３億１，

６５４万２千円、不用額が１億９，０４０万７，

６７８円となっているので、予算現額と支出済

額との比較は、５億６９４万９，６７８円とな

っています。

決算全般事項については以上です。

続いて、令和２年度における主要な施策の成

果について、生活環境部関係の主要な事業を御

説明します。

お手元の資料の大分県長期総合計画の実施状

況について（主要な施策の成果（事務事業評

価））（令和２年度実績）の６５ページをお開

きください。

上から２番目の、祖母・傾・大崩ユネスコエ

コパーク推進事業です。

事業概要や主な事業内容ですが、本事業は、

ユネスコエコパークに登録された祖母・傾・大

崩地域の環境保全や、関係自治体と連携し魅力

発信等を行うものです。オフィシャルアーティ

ストを活用した情報発信や、受入環境の整備を

行いました。

事業の成果や今後の方針ですが、認知度向上

を目的とした普及啓発イベント・教育体験活動

を実施し、目標を達成しています。

また、誘客拡大を図るため、見どころへ分か

りやすく案内する道路案内標識を整備し、ドラ

イブガイドブックを作成しました。

今後も、効果的な情報発信を行うほか、自然

に触れる機会の創出等につながる受入環境整備

の支援などを進めていきます。

次に、７２ページをお開きください。

一番下の海岸漂着物地域対策推進事業です。

事業概要や主な事業内容ですが、本事業は、

海岸の景観や環境を保全するため、大分県きれ

いな海岸づくり推進計画に基づき、プラスチッ

クや流木等の海岸漂着ごみの回収・処分を行う

ものです。市町村に対する補助や県の委託事業

により、海岸漂着物の回収処理を実施しました。

事業の成果や今後の方針ですが、定期的な海

岸清掃による恒常的な海岸の環境保全を目的と

した事業実施により、目標を達成しています。

今後も、災害時の迅速な対応に努めるととも

に、内陸部の住民も巻き込んだ恒常的な海岸保

全の取組も進めていきます。

次に、８２ページをお開きください。

一番上のおおいたうつくし作戦推進事業です。

事業概要や主な事業内容ですが、本事業は、

美しい自然と快適な地域環境を将来の世代へ継

承するため、おおいたうつくし作戦を展開する

ものです。県民実行型の環境イベントの実施や、

モデル地域の推進隊への支援を行いました。

事業の成果や今後の方針ですが、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止の観点から、集団での

活動が難しく、うつくし大行動参加人数の目標

は達成できませんでした。そのような中でも、

工夫して実施したおおいたうつくし感謝祭では

過去最高の参加者数を記録するなど、県民の環

境意識の高まりが見られました。

今後は、Ｗｅｂ等を活用するなど、うつくし

作戦の見える化を図るとともに、県民の環境保

全意識の醸成に取り組んでいきます。

次に、１０２ページをお開きください。

一番下のおおいたＨＡＣＣＰトータル支援事

業です。

事業概要や主な事業内容ですが、本事業は、

食品衛生法改正の趣旨を踏まえ、食の安全・安

心を確保するため、ＨＡＣＣＰの導入・定着に

向けた支援を行うものです。民間団体の連携に

よるＨＡＣＣＰの定着支援や周知等を行いまし

た。

事業の成果や今後の方針ですが、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、セミナーの規模

を縮小して実施しましたが、少人数制のセミナ

ー開催やＷｅｂ等を利用した講習により、目標

を達成しました。

今後は、適切な衛生管理の徹底に向けて、導

入施設への個別立入りなどによりＨＡＣＣＰの

定着を図っていきます。

次に、１２４ページをお開きください。

上から２つ目の小規模給水施設水源確保等支



- 24 -

援事業です。

事業概要や主な事業内容ですが、本事業は、

小規模集落等の水問題を解決するため、積極的

に水源確保等に取り組む市町村に対し助成する

ものです。小規模給水施設の整備や、状況調査

及びその結果に基づく整備計画策定に対する補

助を行いました。

事業の成果や今後の方針ですが、小規模集落

等の水問題解決に向け、６市町、１６集落を支

援し目標を達成しました。

引き続き、対策が必要な集落へ計画的に整備

が行えるよう市町村を支援していきます。

次に、１４５ページをお開きください。

一番上の地震・津波等防災・減災対策推進事

業です。

事業概要や主な事業内容ですが、本事業は、

県民の安全・安心を確保するため、市町村が行

う地域の防災活動や避難所の機能強化等に要す

る経費に対して助成するものです。

事業の成果や今後の方針ですが、市町村への

直接訪問により事業の活用を促進した結果、１

７市町村が本事業を活用して防災訓練や資機材

の整備を行い、目標を達成しました。

また、新型コロナウイルス感染症対策として、

避難所における感染予防に必要な備蓄品の購入

を支援し、地域の防災力を拡充しました。

引き続き、防災・減災対策におけるニーズを

捉えながら補助対象経費等の検討を行うなど、

より一層の活用促進を図っていきます。

次に、２７０ページをお開きください。

一番上の女性が輝くおおいたづくり推進事業

です。

事業概要や主な事業内容ですが、本事業は、

女性が活躍でき、男女が共に働きやすい社会の

実現を図るため、働く女性等のニーズに対応し

た支援等を実施するものです。女性の社会参画

を促進するためのセミナーや企業等への啓発を

行いました。

事業の成果や今後の方針ですが、コンサルタ

ントの派遣や優良事例等の紹介を通じて、女性

の活躍推進に対する企業の意識・意欲が向上し、

女性活躍推進宣言企業の増加につながり、目標

を達成しました。

今後も、女性の登用促進や働きやすい職場環

境づくりに取り組むとともに、女性が輝くおお

いたアクションプランを実行し、官民からなる

女性が輝くおおいた推進会議において効果の検

証を行っていきます。

次に、３１９ページをお開きください。

上から２番目の私学振興費です。

事業概要や主な事業内容ですが、本事業は、

私立学校の教育条件の向上と経営の健全性確保

等を図るため、学校法人等に対し運営費等を助

成するものです。

事業の成果や今後の方針ですが、私立学校の

学校法人等への運営費補助等により、公教育の

一翼を担う私立学校の教育条件の向上を図ると

ともに、経営の健全性を確保することにより、

おおむね目標を達成しました。

引き続き、運営費に対する補助等を通じて、

魅力ある私立学校づくりへの支援に努め、児童

・生徒の増加につながるよう取り組んでいきま

す。

次に、３２９ページをお開きください。

一番上の青少年等自立支援対策推進事業です。

事業概要や主な事業内容ですが、本事業は、

就労等社会的自立に困難を抱える青少年及びそ

の家族を支援するため、子ども・若者総合相談

センター／ひきこもり地域支援センター等の運

営を行うものです。

事業の成果や今後の方針ですが、センターに

配置した支援員による市町村への後方支援を充

実し、全ての市町村で相談窓口を明確化した結

果、センターへの直接相談は減少したものの支

援機関等からの間接的な相談が増加したことか

ら、目標を達成しました。

今後は、複雑・困難化した事例に対し、相談

従事者研修や多職種専門チームによるケース会

議の開催等により支援の充実を行っていきます。

続いて、令和２年度に実施された行政監査及

び包括外部監査の結果の概要について御説明し

ます。

お手元の資料、令和２年度行政監査・包括外

部監査の結果の概要の１ページをお開きくださ
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い。

まず、行政監査についてです。

当部の関係では、５監査の結果（１）改善事

項のうち、利用の項目について、御指摘をいた

だきました。これについて御説明します。

４ページをお開きください。

一番下の３利用（１）管理箇所における利用

イ高額機器の活用についてです。

不用機器については、システムに登録し、管

理換えの希望を募り、有効活用を図ること。ま

た、管理換えの希望がなく使用不能になってい

るものについては、売却等により適正に処理す

るよう御指摘をいただきました。

この指摘を受けて、不用機器については、有

効活用を図るなど、改善を行い、適正な処理を

行っています。

なお、衛生環境研究センターにおいて、２台

のガスクロマトグラフ質量分析装置の利用可能

な部分をあわせて、使用可能な１台に改修した

例があり、監査結果報告書では好事例として報

告されています。

行政監査については以上です。

包括外部監査については、当部は該当ありま

せんでした。

その他の事業については各課・室長から説明

するので、よろしくお願いします。

河野生活環境企画課長 それでは、生活環境部

関係の歳入決算額の予算に対する増減額や不用

額及び収入未済額について、お手元の資料、令

和２年度決算附属調書により、生活環境企画課

から一括して御説明します。

まず、歳入決算額の予算に対する増減額につ

いてです。決算附属調書の３ページをお開きく

ださい。

表中の左、科目欄、手数料の二つ目、保健環

境手数料の増収となったものの衛生免許試験そ

の他手数料３２４万９，９４７円は、産業廃棄

物関連の許可申請件数が見込みを上回ったこと

によるものです。

次に、４ページをお開きください。

科目欄、国庫負担金の三つ目、教育費国庫負

担金の減収となったものの一つ目、高等学校等

就学支援金負担金６２３万２，５２５円は、私

立高等学校等就学支援事業費が見込みを下回っ

たことによるものです。

次に、５ページを御覧ください。

科目欄、国庫補助金の二つ目、福祉生活費国

庫補助金のうち、減収となったものの五つ目、

地方改善施設整備費補助金８６５万８千円は、

令和２年７月豪雨で被災した地区集会所の復旧

工事の令和３年度への繰越明許等によるもので

す。

次に、６ページをお開きください。

科目欄の一つ目、保健環境費国庫補助金のう

ち、減収となったものの六つ目、自然環境整備

交付金４，３７２万５千円は、令和２年７月豪

雨で被災した登山道の復旧工事の令和３年度へ

の繰越明許等によるものです。

次に、９ページをお開きください。

科目欄の一つ目、教育費国庫補助金のうち、

減収となったものの三つ目、高等学校等奨学事

業費補助金５８５万２，３３１円は、奨学給付

金の支給額が見込みを下回ったことによるもの

です。

次に、１２ページをお開きください。

科目欄、基金繰入金のうち、一番下の産業廃

棄物税基金繰入金３，７０６万８，９２９円は、

災害時海岸漂着物処理事業費が見込みを下回っ

たため、基金の取崩し額が見込みを下回ったこ

とによるものです。

次に、不用額の主なものについて御説明しま

す。

２０ページをお開きください。

科目欄、防災費のうち、一番上の防災総務費

３，８４４万４，８２４円は、地震・津波等防

災・減災対策推進事業費の市町村に対する補助

金等が見込みを下回ったことによるものです。

次にその下、科目欄、社会福祉費のうち、三

つ目、消費生活県民費７０３万６，９４０円は、

消費生活安全・安心推進事業費の市町村に対す

る補助金等が見込みを下回ったことによるもの

です。

次に、２１ページを御覧ください。

科目欄、薬務生活衛生費のうち、一つ目の薬
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務生活衛生総務費１，７６９万７，２８５円は、

民営水道施設災害復旧支援事業費の市町村に対

する補助金等が見込みを下回ったことによるも

のです。

次にその下、科目欄、環境保全費のうち、二

つ目の環境整備指導費５，７４４万３，６１２

円は、海岸漂着物地域対策推進事業費の県の委

託による海岸漂着物の撤去費用等が見込みを下

回ったことによるものです。

次に、収入未済額の主なものについて御説明

します。

２８ページをお開きください。

科目欄、雑入に係る収入未済額として、次の

ページの課名欄の二つ目、循環社会推進課分２

億１，５４５万８，８２８円については、日出

町真那井の産廃処分場、竹田市直入町の廃プラ

スチック撤去及び杵築市日野の産廃処分場に係

る行政代執行経費の残額並びに環境保全協力金

の未収額です。事業者の支払能力不足等により

収入未済となっているものです。

今後も、引き続き事業者の収入状況を注視し

ながら、鋭意代執行経費の返済を求めるととも

に、環境保全協力金についても、納付を求めて

いきます。

決算附属調書による生活環境部関係について

の説明は以上です。

お手元の令和２年度一般会計及び特別会計決

算事業別説明書をお願いします。

生活環境企画課関係について御説明します。

１０９ページをお願いします。

第６目交通対策費の事業説明欄一番上、おこ

さず・あわず・事故ゼロ運動推進事業費決算額

６１７万７，２４３円です。この事業は交通事

故のない安全で安心な社会の実現に向け、県民

総ぐるみ運動として四季の交通安全運動を実施

するとともに、企業や学校などの各種研修会に

交通安全教育講師を１０１回派遣し、４，３０

９人に対して、交通安全思想の啓発を行ったも

のです。

１１１ページをお願いします。

第６目衛生環境研究センター費の事業説明欄

上から二つ目の運営費決算額１億６３２万６，

９９８円です。この事業はセンターの運営及び

残留農薬や感染症などの保健衛生並びに水質や

ＰＭ２．５などの環境保全に関する試験検査に

要した経費です。

宮澤うつくし作戦推進課長 うつくし作戦推進

課関係について御説明します。

１１３ぺージをお願いします。

第２目公害対策費の事業説明欄一番上の気候

変動対策推進事業費決算額２，８７１万９，９

９４円です。この事業は、大分県地球温暖化対

策実行計画に定める家庭、業務、運輸の各部門

におけるＣＯ２削減目標の達成に向け、省エネ

診断の実施やエコドライブの推進、緑のカーテ

ンや宅配１回受け取りキャンペーンなどを実施

したものです。

その二つ下の未来の環境を守る人づくり事業

費決算額１，３２５万５，２９３円です。この

事業は、県民の環境意識を高めるとともに、主

体的に行動することができる人づくりを行うた

め、地域や学校で開催される研修会等への環境

教育アドバイザーの派遣や、環境劇の公演、環

境ワークショップを実施したものです。

大海自然保護推進室長 自然保護推進室関係に

ついて御説明します。

１１４ぺージをお願いします。

第４目自然保護費の事業説明欄上から四つ目

の国立公園等施設整備事業費決算額１億９，１

０８万４９円です。この事業は、自然環境の保

全や誘客の拡大を図るため、久住山避難小屋の

改築や牧ノ戸峠駐車場のトイレの洋式化など、

国立公園内の施設整備を行い、安全で快適な公

園利用の環境整備を実施した経費です。

１１５ページをお願いします。

第５目温泉費の事業説明欄一番上の温泉資源

適正利用推進事業費決算額３，３３８万６，１

４３円です。この事業は、温泉の保護と適正利

用を推進するため、別府市と共同で別府市の温

泉現況調査を行ったほか、継続的なモニタリン

グ実施のため、泉源に圧力、温度等を自動計測

する計器を設置した経費です。

佐藤県民生活・男女共同参画課長 県民生活・

男女共同参画課関係について御説明します。
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１１８ページをお願いします。

第４目消費生活県民費の事業説明欄上から二

つ目の消費生活安全・安心推進事業費決算額３，

７３４万２，４０１円です。この事業は、県民

の消費生活の安全・安心の確保を図るため、相

談体制の充実やライフステージに応じた消費者

教育・啓発の推進に要した経費です。

１１９ページをお願いします。

第４目女性青少年対策費の事業説明欄一番下

の女性に対する暴力防止推進事業費決算額１，

９７７万６５９円です。この事業は、ＤＶや性

暴力などの女性に対する暴力をなくすため、効

果的な啓発や研修を行うとともに、ワンストッ

プ支援センターの運営などに要した経費です。

寺川私学振興・青少年課長 私学振興・青少年

課関係について御説明します。

１２１ページをお願いします。

第８目文教費の事業説明欄上から二つ目の私

立高等学校授業料減免支援事業費決算額２億１，

９９３万４００円です。この事業は、国の授業

料実質無償化の対象とならない世帯における私

立高校生の保護者の経済的負担を軽減するため、

授業料減免を行う学校法人に対し助成したもの

です。

下から二つ目の私立高等学校等就学支援事業

費決算額２２億８，１８０万３，８５１円です。

この事業は、家庭の経済的負担を軽減し、意志

ある高校生等が教育を受ける機会を確保するた

め、私立高校生等に対して国公立高校の授業料

相当額を助成するとともに、低所得世帯に対し

ては増額して助成したものです。

大隈食品・生活衛生課長 食品・生活衛生課関

係について御説明します。

１２３ページをお願いします。

第３目食品衛生指導費の事業説明欄上から二

つ目の食品衛生監視指導推進事業費決算額２，

３３８万３，８２９円です。この事業は、食品

の安全確保と食中毒を防止するため、食品関係

営業施設への監視指導を行うとともに、営業者

や消費者に対し、食品衛生に関する普及啓発等

に要した経費です。

また、昨年末には飲食店における新型コロナ

ウイルス感染症の拡大を防止するため、感染症

防止対策の取組状況の確認や、掲示物の配布を

実施しました。

１２５ページをお願いします。

第４目環境衛生監視費の事業説明欄一番上の

動物愛護協働推進事業費決算額２，０９１万６，

２８４円です。この事業は、犬猫の譲渡を促進

するとともに、動物愛護精神の涵養を図り殺処

分頭数を削減するため、市町村への不妊去勢手

術費用の補助や動物愛護教育活動に要した経費

です。

中田環境保全課長 環境保全課関係について御

説明します。

１２６ページをお願いします。

第２目公害対策費の事業説明欄一番下の大気

保全対策事業費決算額３，２９５万５，５５６

円です。これは、県内の良好な大気環境を保全

するために、大気汚染常時監視テレメータシス

テムによる大気環境の常時監視や大気汚染防止

法に基づく工場・事業場の監視指導などに要し

た経費です。

１２８ページをお願いします。

第１目薬務生活衛生総務費の事業説明欄一番

下の大分県水道ビジョン推進事業費決算額９５

万３，２８５円です。これは、県内の市町村に

対し水道の計画的な施設整備の促進や、水道施

設の立入検査・維持管理の指導及び水道施設整

備費国庫補助事業の指導監督を行うための経費

や、大分県水道ビジョン推進に係る会議及び人

材育成研修会などに要した経費です。

嶋﨑循環社会推進課長 循環社会推進課関係に

ついて御説明します。

１３０ページをお願いします。

第３目環境整備指導費の事業説明欄上から二

つ目の産業廃棄物処理施設等監視指導事業費決

算額４，０７８万５，３８２円です。この事業

は、産業廃棄物の適正処理のため、県内５ブロ

ックに配置した産業廃棄物監視員によるパトロ

ールや、最終処分場における水質検査、処理施

設の監視指導等に要した経費です。

次に、その下の廃棄物不法投棄防止対策事業

費決算額８，０２９万９，１０８円です。この
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事業は、不法投棄された廃棄物の撤去や不法投

棄防止用フェンスの設置など不法投棄の再発防

止対策及び市町村が実施する監視や啓発活動の

不法投棄対策事業の支援に要した経費です。

御手洗審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課

長 人権尊重・部落差別解消推進課関係につい

て御説明します。

１３２ページをお願いします。

第１目社会福祉総務費の事業説明欄下から三

つ目、人権啓発環境整備事業費決算額２３５万

５，８５４円です。この事業は、効果的かつ体

系的な人権教育・啓発を行うための基盤整備と

して、人権啓発講師等の人材の育成や啓発資料

の作成・購入等に要した経費です。

その下、人権施策推進事業費決算額２１０万

８，４７１円です。この事業は、様々な人権課

題に対応するため、大分県人権尊重社会づくり

推進条例に基づく人権施策を総合的に推進する

ために要した経費です。具体的には、大分県人

権尊重社会づくり推進審議会の運営、企業・団

体が行う人権研修の普及に向けた支援等に要し

た費用です。

首藤防災対策企画課長 防災対策企画課関係に

ついて御説明します。

１３３ぺージをお願いします。

第１目防災総務費の事業説明欄上から５番目

の地域防災力向上支援事業費決算額２，２８５

万１，２１７円です。この事業は、地域防災力

の向上を図るため、地域における自助・共助活

動の要となる防災士の各種研修等を行うととも

に、避難訓練未実施の自治会等へ直接支援を行

うために要した経費です。

防災士の研修については、地域の避難訓練の

企画から実践まで、コーディネートできる防災

士を育成するため、キャリアアップ研修を県内

７か所で計９回開催し、２２６名の防災士が受

講しました。

１３４ぺージをお願いします。

事業説明欄下から３番目の防災意識向上疑似

体験啓発事業費決算額１，８１７万８，９９３

円です。この事業は、県民の防災意識の向上や

地域における防災教育の強化を図るため、災害

を疑似体験できる防災ＶＲ映像の制作及び地震

体験車を活用した普及啓発に要した経費です。

防災ＶＲ映像については、各振興局及び当課

において、ＶＲ視聴用ゴーグルを自治会や学校

等に貸し出すとともに、より多くの方が視聴で

きるよう、ＹｏｕＴｕｂｅにＶＲ映像を全面公

開しています。令和２年度末時点で、約１４万

９千回視聴されています。

また、地震体験車については、コロナ禍の影

響で利用が低調であり、令和２年度の稼働日数

は５８日で、目標の４８．３％となっています。

後藤危機管理室長 危機管理室関係について御

説明します。

１３３ぺージをお願いします。

第１目防災総務費の事業説明欄一番下の防災

行政無線等管理費決算額１億２，５２０万１，

１９３円です。この事業は、災害時等における

通信連絡手段を確保するため、県庁・振興局等

に整備した無線局の維持管理や防災センター等

の保守管理、運営に要した経費です。

１３４ページをお願いします。

事業説明欄上から三つ目の国民保護対策事業

費決算額１，０７５万４，７６０円です。これ

は、武力攻撃等が発生した場合、国民保護法に

基づき、県民の避難、救援等の国民保護措置を

迅速に実施できるよう、関係機関の連携強化に

よる初動対処能力の向上を図るため、国と共同

で実施した国民保護実動訓練に要した経費です。

三股消防保安室長 消防保安室関係について御

説明します。

１３５ぺージをお願いします。

第２目消防指導費の事業説明欄上から二つ目、

高機能消防指令センター共同整備支援事業費決

算額６５１万７千円です。この事業は、県内各

消防本部の連携・協力による消防指令業務の共

同運用の取組を支援するため、県全域の１１９

番通報を一元的に処理する高機能消防指令セン

ターのシステムの基本設計にかかる費用につい

て助成したものです。

１３６ぺージをお願いします。

第３目消防学校費の事業説明欄上から二つ目、

消防学校教育力強化事業費決算額８，３２５万
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４，４３０円です。この事業は、最前線で活躍

する消防職員が安全・迅速・的確に消火活動を

行えるよう、実際の火災状況を再現した訓練が

可能となる実火災訓練施設の整備と訓練に必要

な装備の購入等に要した経費です。

大友副委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し簡潔・明瞭に答弁願います。

事前通告が３名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。

堤委員 主要な施策の成果の２７０ページ、女

性が輝くおおいたづくり推進事業の関係で、こ

れはセミナーとか企業等への啓発を行っていま

すが、啓発を行う観点として、ジェンダー平等

の視点から行っているのかをまず１点聞きます。

次に、決算事業別説明書の１２６ページ、大

気保全対策事業費です。これは久しぶりに聞き

ますが、日本製鉄のばいじん公害の問題におけ

る降下ばいじんについて、管理目標値が１平方

キロメートル当たり月６トンとなっていますが、

現状はどういう状況になっているのか。

また、大分市と共同で工場の検査に入ると言

っていますが、昨年はどのような形で検査し、

どのような内容だったのか。

最後に、同じ決算事業別説明書１３２ページ、

部落差別解消推進事業費です。運動団体へ毎年

８２０万円で委託していますが、昨年度決算は

３４８万円、半分以下になっていますね。これ

はコロナによって研修会を中止したとなってい

ますが、中止するぐらいならやめるべきだと言

っておきます。

いまだに部落差別は解消していないと言って、

運動団体に研修会とか生活相談等の事業の委託

をしています。その根拠として、人権に関する

県民意識調査をあげていますが、具体的にどの

ような差別事象があったのか。心の中は別にし

ても、落書きとか具体的な事象があったのかと

いうこと。その内容と件数はどれくらいあって、

また、何を根拠にして差別事案と言って委託料

を払っているのかという点について伺います。

佐藤県民生活・男女共同参画課長 では、私か

ら女性が輝くおおいたづくり推進事業について

お答えします。

本事業は、男女共同参画社会の実現を総合目

標とする第４次大分県男女共同参画プランに基

づいて実施しており、ＳＤＧｓのゴールの一つ

であるジェンダー平等の実現と軌を一にするも

のでもあると考えています。

このプランを策定する際に実施した意識調査

では、職場において男女が平等であると回答し

た人の割合は１９．６％にとどまっていたため、

目標を３０％と定め、各種取組を進めてきまし

た。

この事業では、女性の社会参画を促すセミナ

ーや企業が女性の採用や登用に取り組む機運を

醸成するための啓発事業等を実施しました。

令和元年度の意識調査では１９．６％から２

４．６％にまで増加はしましたが、まだまだ低

い状況です。今後ともジェンダー平等となるよ

う、男女共同参画社会の実現に向けて取組を進

めていきます。

中田環境保全課長 日本製鉄の降下ばいじんの

関係について２点ほど御質問をいただいたので

お答えします。

まず、１点目の降下ばいじんの測定値です。

年平均値として平成１８年度は５．２トンでし

たが、令和２年度の測定値は３．１トンで、着

実に低減してきている状況です。しかしながら、

風向きとか降雨量、それから、春先等黄砂等の

影響により、測定値が６トンを超える月もあり

ます。

ちなみに、令和２年度は１０月、１月、２月

にマウンドの１地点ですが、６トンを超えてい

ます。そのため、測定値、その傾向等を検討し、

散水強化等の低減対策を指導している状況です。

次に、立入検査の状況ですが、県としては大

気汚染防止法に基づく立入権限はありませんが、

公害防止協定に基づき、大分市と合同で令和２

年度は１１回立入りを行っています。

その内容ですが、原料ヤードとか焼結炉等の

ばいじん対策の状況、それから、環境保全計画

の進捗状況について監視を行っています。特に
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さきほど言った測定値が高いマウンドでの対策

が課題と考えています。

御手洗審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課

長 私からは部落差別解消推進事業費について

お答えします。

昨年６月に法務省が公表した部落差別の実態

に係る調査結果によると、大分地方法務局管内

に相談のあった件数は、平成２９年度までの３

年間で１４件、大分県及び県内市町村に相談の

あった件数は、平成２９年度までの５年間で合

計４７件となっています。また、残念ながらそ

の後も毎年差別事象は発生しています。内訳と

しては、結婚に関することや差別落書き、また、

ネット内の書き込みなどです。

また、平成３０年に実施した人権に関する県

民意識調査の中の同和問題の設問においても、

同和地区住民に対する差別意識を持った人がい

ると思いますかという質問に対する回答は、持

っている人がいる、持っている人はまだ多いの

合計が３９．６％であり、いまだに４割近くの

方が差別意識を持っているという結果になって

います。

このような差別の実態と差別意識の存在を踏

まえるとともに、部落差別解消推進法で地方公

共団体の相談体制の充実と教育啓発が規定され

ていることから、部落差別の解消に向けて地域

住民に対する生活等相談対応に関すること、地

域住民の自立意識の向上及び啓発活動に資する

研修会等を開催すること、これらの活動のため

の基盤づくりとして担い手の養成を行うことの

三つの事業を委託しています。

コロナ禍にあっても感染防止対策に留意、工

夫しながら研修会等を開催することは差別解消

のために重要と考えています。

堤委員 まず一つ、ジェンダーの関係で、県と

してジェンダー平等について、どのようなもの

がジェンダー平等と考えているか、基本的な考

え方を教えてください。単純に男女共同参画社

会のためではなくて、具体的な中身で話をして

ください。

次に、大気保全の関係で、確かにばいじんは

以前に比べればかなり低減した、私は住んでい

るからよく分かりますが、そういうところでま

すます原料ヤードに散水している。防じんネッ

トをしている精鉱工場の密閉化とか、いろいろ

対策は取っていますが、まだまだ風が強い日だ

とか、また臭いの問題とか、いろいろ背後地か

らはかなり声が出てくるんです。特に高いマン

ションの場合には細かい粒子がマンションにぶ

ち当たって、重たいやつは萩原とか津留に落ち

て、細かい粒子は明野とか大在とかに流れてい

きます。そういう点では、そういう対策を取っ

ていくことが本当に大事だと思うが、具体的な

中身についての協議をされているのかと思いま

す。

それと、同和問題で８２０万円から三百何十

万円に下がっています。下がったからといって

差別が増えているということは絶対ないと思う。

つまり、研修が半分になったから差別が増えた

とかは。私が言いたいのは、８２０万円の委託

料、研修の委託です。その委託料を払ったとし

ても、差別意識というのは別ですよ。差別意識

――意識するというのは内心の自由だから、憲

法上、誰が何を思うのは自由ですからね。差別

事象と県が勝手に思う中身について、８２０万

円の研修会の委託料を出しているのに、さっき

の数字を聞くと、変わっていない状態です。と

なれば、全く研修の意味がない。８２０万円の

補助金みたいなもんですよ。私は中身を見まし

たが、本当に補助金と言っていいぐらいの委託

料です。こういうものはやめていく又はすぐに

やめるのが難しければ低減していく、削減して

いくという姿勢がないといかんと思います。だ

から、そういう点について最後に伺います。

佐藤県民生活・男女共同参画課長 私どもが考

えるジェンダー平等ですが、まず、男女が共に

尊重し合い、男女が個性と能力を十分に発揮で

きる社会、また、女性に対する暴力等がなくな

って住みやすい社会を、ジェンダー平等の社会

と考えており、これは男女共同参画社会と同じ

ものであると捉えています。

中田環境保全課長 日本製鉄の降下ばいじんの

協議の内容ということで御質問いただきました。

堤委員がおっしゃるとおり、住民から窓が開
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けられないとか洗濯物が干せないとかの声をい

ただいており、私も昨年、高城のマンションに

実際に行って壁とかの黒い汚れとかも見てきま

した。

協議をどうしているかということですが、現

在、日本製鉄と大分市、それから、県の３者に

よる降下ばいじんの検討会を年４回開催してい

ますが、その中で、ばいじんの測定結果と、そ

の原因になるような、どういうことが原因でそ

ういう結果になっているかとか対策、それから、

その効果等について協議を行っています。

その中で、３年ごとに日本製鉄が作る粉じん

対策の指針があります。それから、毎年環境保

全計画書を会社側が作っているので、そういっ

た内容の中身を随時検討しながら、対策の効果

等について何度も協議を重ねています。

特に今の指針の中では、住民から苦情が多い

黒色粉じん――黒い粉じんですね、この対策に

力を入れており、石炭とかコークスの発じん防

止対策等について重点的に協議を行っている状

況です。

御手洗審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課

長 部落差別の意識の部分について、私からお

答えします。

もちろん内心の自由は認められていますが、

それが言葉や行動に表面化することで実際に差

別が生じていることになると思います。

また、特に近年はインターネット内で部落差

別を誘発、助長する書き込みが多数存在するな

ど、差別事例は実態としてあります。

もちろん効果的な研修、啓発を行うことで差

別の意識は随分改善されている部分もあり、研

修は基本的に大変重要だと思っているので、引

き続きしっかり取り組んでいきます。

堤委員 ばいじんの件は、ぜひ頑張って市と協

議しながら、企業とも相談してください。

ジェンダーの問題は、若干考えが違うから、

これはまた議論しましょう。

御手洗課長、これはインターネットでいろい

ろ書かれているが、実際見ましたか。僕は見ま

したよ。同和問題で検索してみたら、ほとんど

が同和は怖いとか、運動団体は怖いとか、こう

いうものはどうなるんだろうかとか、誹謗中傷

する記事というのは僅かなものですよ。そうい

う状況の中で、それだけを取り上げて同和問題

があるから研修をしなきゃいかんというのは短

絡的、税金の無駄遣いです。だから、そういう

点では、今後やめていくことを強く要望してお

きます。

守永委員 決算事業別説明書１３２ページの人

権啓発推進事業費、人権施策推進事業費等につ

いてお尋ねします。

パートナーシップ制度について、６月議会の

一般質問で後藤議員が取り上げていましたが、

その際の答弁で、今年４月から大分県営住宅等

管理規程を一部改正し、市町村の証明書等によ

り、パートナーシップ関係の認定を基に公営住

宅への同居を可能としたことが紹介されていま

した。差別をなくし、誰もが暮らしやすい大分

県をつくる上では、様々な差別を解消する取組

の一つとして、主管課を持つ生活環境部におい

てもパートナーシップ制度についての議論がな

されたことだろうと思っています。

２０２０年度のパートナーシップ制度につい

ての議論経過と、県としてどういう取組方針を

持つのか、どのように方向付けられたのか、部

長にお伺いします。

磯田生活環境部長 人権啓発推進事業費の御質

問についてお答えします。

昨年４月に改定した人権尊重施策基本方針、

この中では、性的少数者の人権課題について、

新たに重要課題に位置付けをしています。パー

トナーシップ制度についても、市町村との意見

交換、それから、自治体の導入、運用状況の把

握を行うと記載しています。

この基本方針に基づき、昨年度は県内市町村

と随時意見交換を実施しました。制度導入を検

討する市町村がある一方で、独自での導入は難

しいという意見も出されています。

現在、県内では臼杵市が本年４月に制度導入

済み、豊後大野市も来年４月にファミリーシッ

プ制度も含めて導入予定となっています。

全国では、本年９月１日現在で１１７自治体

が導入しています。うち県域での導入は５府県



- 32 -

となっています。

県で制度を導入する際は、既に制度を導入し

ている市町村間、あるいは県との関係で得られ

る具体的な効果に差が生じる可能性があること

などが課題として指摘されているようです。

今年度は調査研究の一環として、先日、県政

モニター県民を対象にした性的少数者への理解

全般についてのアンケートを実施しましたが、

その中で、パートナーシップ制度については、

早期導入や啓発の必要性を求める意見がある一

方で、必要はないという意見もありました。

制度自体は当事者の生きづらさの解消である

とか、県民の性的少数者への理解促進に効果的

と認識しています。しかしながら、意思表明し

にくい方もたくさんいると思われるので、引き

続き様々な意見に耳を傾け、慎重に調査研究を

進めていきます。

守永委員 市町村と随時意見交換等を行ってき

たと話がありましたが、その中で、独自の導入

が難しいと考えているという声があったという

ことですが、独自での導入が難しいという状況、

どう独自で導入が難しいと判断しているのか。

ただ単に議会なり住民の声として、それを認め

るという声が少ないからということで難しいの

か、また、他に要素があるのか、その辺の状況

がもし聞き取られた中で分かれば教えてくださ

い。

また、バートナーシップ制度にしても、ＬＧ

ＢＴＱ＋という表現も最近ではされるようです

が、この言葉にしても、言葉の意味そのものが

分からない方もおられるでしょうし、どのよう

な悩みを抱えている人がいるのかが理解されな

いと誤解されかねないと思っています。その理

解を得るためには、日常的な広報活動によって

どういうことを問題にしているのか、そのこと

を周知させていくことが大事でしょうし、その

周知活動が徹底されないと理解そのものが深ま

らない。結果的には、多くの方が差別解消の上

では大切ではないとして理解していないだろう

と思います。

このパートナーシップ関係を公的機関が認定

することについては、例えば、県営住宅の管理

規程では、その認定を受けた方が県営住宅など

に入居可能となりますが、そういう公的な住居

を提供することが可能になっていくということ

で、様々な生活の対応が変わってくるのは確か

だし、さらに追求すれば、子どもを引き取って、

子どもを養育する、そういった環境をつくるこ

ともさらに進んだ将来的な夢として語られるこ

とにもつながるのではないかと思いますが、そ

ういったことも全て県民がそういう状況を理解

するということが大事だろうと思っています。

賛成する人が少数だから実現できないではな

かなか先に進めることはできないし、県域で条

例をつくってきた先進県を見ていただいて、ど

う改善されたのか、また、広報活動がどうなっ

ているのか、研究もしていただきたいと思いま

すが、その辺で何か状況が分かるところがあれ

ば教えてください。

御手洗審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課

長 市町村との意見交換の中で独自の導入はな

かなか難しいという御意見もあったと説明しま

したが、やはり委員がおっしゃるとおり、性的

少数者の人権を守る取組はとても大事だが、そ

ういった啓発とか周知、やはり理解の部分をど

う進めていくのがいいのか、なかなかそこの具

体的な取組、理解を得る方法は市町村としても

独自でするには難しい。そういうことであれば、

県域でぜひ検討してほしいという御意見もいた

だいています。

本当に委員がおっしゃるように、一部の性的

少数者のためではなく、真の共生社会実現に向

け、いろんな御意見の方の御理解をいただくこ

とがこれから大切になると思います。そういっ

たところをしっかり取り組んでいきます。

守永委員 いずれにしても、思いをどう受け止

めるか、受け止めてもらえることが確認できる

のか、そういったことが差別を解消することに

は大事だし、そのための広報にぜひ積極的に力

を入れ、パートナーシップ制度についても善処

するようにお願いします。

小嶋委員 １点だけですが、主要な施策の成果

の７０ページに３Ｒ普及推進事業があります。

エコバッグ、マイバッグの持参運動がこれをも
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って行われていますが、成果指標をレジ袋削減

枚数とし、目標が７，２００万枚、実績は７，

０３０万枚と示されています。私は通告書の中

でレジ袋購入状況が分かればと聞いています。

７，０３０万枚減らしているということですが、

これはどういう調査でこの数字が出ているかを

少し教えてください。

最近、大きな声にはなっていませんが、レジ

袋を断って、ごみ袋を購入する矛盾ということ

も、主婦層の中という言い方はいいかどうか分

かりませんが、買物によく行く人たちの中では

言われています。エコバッグは本当にエコなの

かと疑問視する動きもあると聞きますが、これ

まで取り組まれた県のうつくし作戦の推進の観

点から、現状の動向についてお聞かせください。

レジ袋を断るんですが、薄いビニール袋、家

でごみを捨てるときに、やっぱりごみ袋として

いるので、ごみ袋を買います。ですから、レジ

袋を断っているが、結局、違うごみ袋を買って

いるではないのという声があるようですので、

それらの声も御存じだと思いますが、この間の

取組や現状の動向についてお聞かせください。

宮澤うつくし作戦推進課長 私から３Ｒ普及推

進事業についてお答えします。

まず、エコバッグの持参運動についてです。

県では平成２１年６月からレジ袋無料配布の中

止の取組を進めています。その取組に賛同いた

だいている事業所とレジ袋削減検討会議を立ち

上げており、平成２１年６月１日から無料配布

の中止をスタートしています。そこで、配布の

状況とか取組状況を御報告いただいており、そ

の積み上げが削減枚数の実績になります。

県内のエコバッグ持参率は、抽出調査ですが、

義務化される前の令和元年度では８４．１％で

したが、有料化後の令和２年度は前年度比２．

２ポイント増の８６．３％になりました。

それと、環境省が昨年１１月に全国で行った

レジ袋使用状況に関するＷｅｂ調査によると、

直近１週間以内に買物をして店舗でレジ袋をも

らわなかった人の割合は７１．９％となってい

るので、残りの２８．１％はレジ袋を購入した

ものと考えられます。

そしてもう一つですが、レジ袋について、も

らったものをごみ袋として利用しているケース

があり、それが有料化でもらえなくなったので、

自分で購入するごみ袋の量が増えたという声は

確かに我々も聞いています。

ただ、レジ袋の有料化の目的は、ふだん何気

なく無料でもらっていたレジ袋が有料化される

ことで、それが本当に必要かを考えてもらい、

ライフスタイルを見直して、プラスチックの過

剰な使用を抑制するところにあります。うつく

し作戦推進の観点からは、レジ袋の有料化を契

機に、一人一人にプラスチックとの付き合い方

を考えてもらって、使わなくてもよいプラスチ

ックは使わないようにするという意識の醸成が

必要であると考えています。

小嶋委員 私もレジ袋の有料化の方針は、それ

は正しい方針と思います。そのことについて反

対というか、異を唱えているわけではありませ

ん。ただ、生活の中で、レジ袋はもらわないが、

ついついごみ袋を別に買っているというのはあ

ると思うので、そこまで踏み込んで、意識改革

と言われましたが、意識改革を本当にしっかり

できる仕組みづくりも今後は考えていく必要が

あるのではないかと思います。

パーセンテージでレジ袋購入率２８．１％の

話をされていました。確かにそういうことだろ

うと思いますが、ついついごみ袋に頼ってしま

うところは何かの形で変えていく必要があるだ

ろうと思うので、我々も気を付けなきゃいけな

いと思いますが、方向性としてはしっかりエコ

バッグをさらに推奨するということ、それから、

レジ袋の有料化の推進と、そのことによるごみ

の減量というものの努力をしていかなければな

りません。

レジ袋の料金は、大きさによって３円とか５

円とか違いますが、そのお金が以前は県や市町

村の財政に寄与することがあったと思いますが、

この動向はどうなっているか、１点伺います。

宮澤うつくし作戦推進課長 お答えします。

昨年７月の有料化の前は、県と協定を結んで

いる事業者から、実際のところ、おおむね県に

レジ袋の収益金という形で寄附をいただいてい
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るケースが多かったです。それについては、県

でも環境劇とかに使っています。昨年の実績で

言うと、９団体から４３９万円ほどの寄附をい

ただいています。大体例年そういった形です。

昨年７月の全国的な有料化に伴い、制度とし

ては、使い道は事業所自らの判断にはなっては

います。なってはいますが、そもそも消費者の

理解を促すという制度だから、その使い道等に

ついては公表することを推奨するとともに、売

上げを環境保全や社会貢献活動に寄附するとい

う優良事例等も紹介しながら、そちらの使い道

へ促している状況です。大分県も引き続きレジ

袋の収益金という形で寄附をいただいており、

レジ袋が有料化になって皆さんがマイバッグを

使うようになれば、その金額は下がっていき、

そのこと自体は悪いことでは全然ないと思うん

ですが、そういった形の収益金を寄附いただい

た場合は有効に活用させていただきます。

大友副委員長 ほかに事前通告されていない委

員で質疑はありませんか。

太田委員 消防団のことについてお尋ねしたい

ですが、先日の土曜日に陸上自衛隊湯布院駐屯

地の中で火災がありました。２時間ぐらい燃え

ましたが、消防団として陸上自衛隊の中に入る

ということは初めてのことでした。誰も経験が

なく、水利とか、どこに何があるかが一切分か

らない中で消防活動をし、非常に困難を極めた

のが実情でした。今まで駐屯地の中で火災があ

ったことはなかったので、団員はほとんど経験

のない中で消防活動を行いました。そういう国

の施設の中で弾薬庫も近くにあるし、もし災害

とかで、これからもどういう連携をしながら、

果たして一般のボランティアの消防団がそうい

う中に立ち入って作業をしていいかも含め、い

ろんな検討がこれから必要になるかなと思って

いますが、その辺の大まかな指針みたいなもの

が分かれば教えてほしいですが。

後藤危機管理室長 国の施設について、特に駐

屯地になると、いろんな火薬とかの関係もあり

ますが、そういう場合については、自衛隊の中

でしっかり施設の管理ができていると。今回は

駐屯地で、詳細についてはまだ承っていないで

すが、そういう中での消火活動になった場合の

明確な指針というものを今持ち合わせていない

ので、しっかり調べて対応できる形にしていき

ます。

太田委員 一般だとそういう事業所とかの中に

は大概防火水槽とかあると思いますが、一切な

いですよね。いわゆる消防が使うほどの水量の

水利がなくて、水が足らなくなって、外から補

給する形だったらしいですが、結局、全てフェ

ンスがあるんですよね。いわゆる機密事項とか、

いろんな兼ね合いがあって簡単には入られない。

入口も２か所しかない感じだったので、非常に

団員としては苦労したということで、その辺の

検証を含めて対応をよろしくお願いします。

大友副委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

大友副委員長 事前通告が２人の委員外議員か

ら出されているので、事前通告のあった委員外

議員の質疑を行います。

木田委員外議員 主要な施策の成果３２９ペー

ジ、青少年ネット安全安心利用推進事業につい

てです。

近年、ネット依存やゲーム障害問題が懸念さ

れ、中国での子どものゲーム制限令などが報道

されている状況もあります。青少年のネット利

用の制限に対する考え方について、他県では強

制的な条例を作ったりしており、自主的な規制

にもいろんな考え方がありますが、本県ではネ

ット利用等の規制に対する啓発をどういうスタ

ンスでやるのか、どういう考えでやっているの

か教えてください。香川県の条例については全

国的にもかなり議論になりましたが、本県はど

のようなスタンスなのか教えてください。

あと、家庭でのルールづくりが約３分の２程

度ということで評価がＢになっていますが、今、

スマホの所有状況は中学生で７割、高校生にな

るとほぼ１０割ですが、ネットとかの利用時間

やアプリ等の課金状況に関して、年齢や学齢に

応じた県での統一又は標準的なルールは示され

ているのか、それとも、学校や家庭での自主的

な対応に委ねられているのか教えてください。

家庭でのルールづくりとありますが、その家庭
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のルールの中身は大丈夫なのかという心配もあ

るし、ＰＴＡで取り組んでいるルールもあると

思いますが、そういったルールには問題がない

のか、ちょっと心配があります。教えてくださ

い。

寺川私学振興・青少年課長 ネット利用の制限

に対する考え方について御質問いただきました。

県が行っている青少年ネット利用実態調査に

よると、スマートフォンの利用開始時期につい

ては、小学生以前から利用している中学生が４

６％、中学生以前から利用している高校生が約

６５％とスマホ利用の低年齢化が見られます。

また、インターネットの利用時間については、

平日２時間以上ネットを利用している小学生は

約２６％、中学生は約５０％、高校生は約６６

％と増加傾向が見られ、トラブルを経験した人

も約１０％います。デジタル化の進展に伴い、

ネット利用は日常生活の中で不可欠なものとな

っています。県としては、規制ではなく、適正

な利用に向けてネット社会と上手に付き合って

いく、そのため家庭でのルールづくりが必要で

あると考えています。利用実態調査結果では、

約７０％の家庭がルールありと回答しています。

県では、世代に応じたネット利用、リテラシー

の向上機会の提供と啓発活動を行っています。

まず、中高生に対しては自ら考える力を養う

ためにＩＣＴカンファレンスを開催しています。

幼稚園児、小学生等については、特に保護者に

対する意識の向上を図ることが必要なので、フ

ォーラムを開催するなどネット利用モラルやリ

テラシーの向上に努めています。

続いて、利用時間やアプリ等の課金利用に対

する統一ルール又は標準ルールについての考え

方です。

議員が言われたように、先行事例として、香

川県は令和２年４月、ネット・ゲーム依存症対

策条例を制定し、ゲーム利用時間の制限、これ

が平日は６０分、休日は９０分ということで保

護者に対する努力義務を設けています。この条

例が制定された後ですが、県弁護士会からの反

対表明、高校生からの損害賠償請求、働く主婦

層など各方面からの反発があるようです。

このようなことから、本県では、現状では統

一ルールや標準ルールを定めることは困難であ

ると認識しています。本県では、さきほど御説

明したとおり、規制ではなく、上手にネットと

付き合っていくため、フォーラムやカンファレ

ンスの開催など、保護者に対する啓発活動を通

じて家庭でのルールづくりと保護者の意識向上

に努めていきます。

木田委員外議員 どういうルールを具体的に示

すかが大切だと思います。そしてまた、そのル

ールがなぜ必要なのかという根拠ですね、考え

方を保護者、子どもに示すことが必要だと思い

ます。

このコロナにおけるマスク着用もソーシャル

ディスタンスも、その根拠、必要性が分かるか

ら、みんなそのルールを守るわけですよね。最

近でも守らなかった方がいるかもしれませんが、

最初は皆さん付けない人もいたと思います。た

だ、その必要性が分かったから、みんな付ける

ようになったんですね。スマホの利用について

も、なぜ控えるときは控えなきゃいけないかと

いう考え方、根拠を示すこと、理解を得ること

が必要だと思います。

昨年、「スマホ脳」という本をスウェーデン

のハンセンさんという精神科医が発行されて、

今、世界的なベストセラーですね。日本でも、

スウェーデンの人口に置き換えると、３００万

冊ぐらいいくようなベストセラーですが、大変

分かりやすく、科学的なアプローチで、スマホ、

ネットを利用することの、特に子ども、若者に

与える影響を示しています。県議会の図書室に

も置いており、非常に人気です。今、貸出中に

なっているので、誰か読んでいると思いますが、

ぜひこれを読んでいただいて、子どもたちに必

要なネットの利用の仕方、スマホの使い方を具

体的に示していくことが必要だと思います。

特に、学習の記憶定着への影響が非常に大き

いわけで、その辺の説明を見ると、やはりルー

ルはいるんだということがよく認識できると思

います。そういったことを子どもや、あるいは

保護者に分かっていただく啓発が――香川県の

ような、あそこまでいくかはかなり議論が必要
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と思いますが、なぜルールが子どもや若者たち

にとって必要なのかを分かってもらえる啓発を

具体的に進めていただきたいと思います。いか

がですか。

寺川私学振興・青少年課長 議員が御指摘のと

おり、分かりやすいルールの必要性とかを啓発

する必要があります。

本課ではチラシを約８万部印刷し、小学生、

保育園児、幼稚園児のいる世帯に配布したいと

考えています。石川県とか、いろんな県を見る

と、チラシの中に分かりやすくルールをつくる

ことが必要だとか、朝食をきちんと食べましょ

うとか、そういったことも含まれており、他県

の事例を収集してチラシをつくりたいと思って

います。議員が御指摘の点も踏まえた形で作成

したいと思います。

木田委員外議員 私もスマホ脳を読んで物すご

く啓発されました。ホモサピエンスの中でなぜ

我々がこうして生き残って、今、地球上にいる

のかというところからスタートしていますが、

それと、ネットは、いろんな構造で結び付いて

おり、そこはぜひ御覧になっていただきたいと

思います。

高校生を見ても、自転車に乗っているのに、

スマホを見ながら運転している子を今でも見ま

す。安全とスマホを見ることの区分、区別もち

ゃんとできていない、その怖さをちょっと感じ

ていますが、子ども、若者にかなり影響するも

のなので、具体的な取組をぜひしっかりよろし

くお願いします。

森委員外議員 ２点伺います。

まず、主要な施策の成果８９ページです。

こちらに青少年健全育成対策事業とあります。

この中の主な事業内容の③再犯防止推進に関す

る経費の部分について伺います。

さきほど福祉保健部でもこの再犯防止に関す

る質問をしました。それは地域生活定着支援に

係る事業についてです。それが約２，６００万

円ほどの事業で、平成２２年ぐらいからやって

います。

ただし、この再犯防止に関しては、生活環境

部が再犯防止推進計画の策定などに主体的に関

わっていただいたということで、主管部局であ

る生活環境部にお尋ねします。

この中で、令和２年度再犯防止に関する経費

がどれぐらいだったのか、推進活動の内容がど

のようなものだったのかをお尋ねします。

次に、主要な施策の成果の１２４ページです。

さきほど部長からも話があった小規模給水施

設水源確保等支援事業についてです。

市町村における中長期整備計画の策定が行わ

れているということです。これについて、令和

２年度までの実績、もし策定市町村が分かれば、

また、現在策定している市町村等が分かれば教

えてください。

寺川私学振興・青少年課長 再犯防止推進に関

する経費についてお答えします。

再犯防止推進は、地域社会全体で支えること

が必要であることから、県はもとより、司法矯

正機関、専門機関などの国の機関と更生保護関

係団体、就労支援機関、当事者、支援機関など

での取組が重要となっています。そのため、県

では平成３１年４月に大分県再犯防止推進計画

を策定し、１６の関係機関・団体で構成する大

分県再犯防止推進協議会及び県の関係各課１５

課で構成する大分県再犯防止推進協議会幹事会

によって、お互いの取組や実績を報告するなど、

情報共有や連携強化を行っています。

生活環境部の再犯防止推進に関する経費は、

大分県再犯防止推進計画の進捗管理検証等を行

う大分県再犯防止推進協議会の開催に要する経

費であり、会議の開催経費だけなので、令和２

年度の決算額は７万１５０円となっています。

中田環境保全課長 小規模給水施設水源確保等

支援事業における中長期整備計画についてお答

えします。

まず、中長期整備計画ですが、各市町村が水

道未普及地域における水問題把握のための調査

を行い、その解決に向けて策定するものです。

水源確保等の事業を行う場合の補助の要件と

している計画となっています。

計画の策定実績ですが、令和２年度までに５

市と１町が策定しています。この５市１町につ

いては、別府市、臼杵市、竹田市、豊後高田市、
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宇佐市、それから、九重町となっています。こ

のうち４市が本事業を活用して計画を策定して

います。令和２年度は、この５市１町において

小規模給水施設の整備に対する補助を実施して

います。

森委員外議員 まず、再犯防止に関することで

再質問します。

再犯防止に関する経費については、令和２年

度の決算額５９７万８千円のうちの７万１５０

円ということでちょっとびっくりしています。

再犯防止推進計画は２年前にできて、各団体と

の調整とかもしなければならないですが、この

予算の取組で十分なのか、見解をお聞かせくだ

さい。

また、計画では令和５年度までに再犯者５０

人以下を目標としているとあります。この計画

管理はどのようにしているのか、それに対して

の現状について教えてください。

小規模給水施設の件です。策定市町村は分か

りました。これはニーズが非常に地域の中では

高い重要な事業ですが、事業概要にあるように、

令和３年で一旦区切りを付けるとなっています。

ただし、さきほどあったように、非常に各市町

村でのニーズも高くて、令和３年度予算も増額

されています。このことから、令和４年度以降

も引き続きこの事業の重要性に鑑みて継続の必

要があるかと思いますが、その件について御回

答をお願いします。

寺川私学振興・青少年課長 再犯防止推進に関

する経費について、これで十分なのかという御

質問をいただきました。

再犯防止推進計画については六つの重点課題

が定められていますが、その中には犯罪を犯し

た方の就労、住居の確保、それとか保健医療、

福祉サービスの利用促進などの項目があります。

それぞれ構成する機関が、例えば、就労につい

ては、大分県で言うと商工観光労働部、ハロー

ワークとかの機関が所管しており、住居の確保

については大分県の土木建築部公営住宅室とか

が所管しています。保健医療福祉サービスにつ

いては、福祉保健部の地域定着支援センターと

かがやっています。本課の業務としては、こう

いった再犯の防止に対してはいろんな機関が絡

んでおり、一つの課が全部の事業をするのはな

かなか難しく、その内容を全体調整して進捗管

理を行うことが重要な業務だと考えています。

２点目の目標値に対する進捗です。この計画

の目標値については、新受刑者、新たに刑を受

けた方の中で、再犯者数が計画期の令和５年度

までに５０人以下ということで目標を定めてい

ます。これが令和元年度に４７人、令和２年度

に４２人ということで、既に目標については達

成していますが、これはまた新しく受刑者とか

の数が増えたりとか、なかなか不透明なところ

もあるので、定例的に関係各課で集まって連絡

調整をしながら、進捗管理をしていく必要があ

ると認識しています。

中田環境保全課長 小規模給水施設水源確保等

支援事業が令和３年度までだが、今後どうする

のかということのお尋ねです。

この事業は、平成２１年度からスタートして

おり、困窮度が高く、早急な整備が必要な小規

模集落等の水問題を解消するため整備してきま

した。さきほど森議員からもニーズが非常に高

いという言葉をいただき、水道が未普及地域の

水問題については、特に水源の確保等が最重要

課題と捉えています。したがって、今後の水源

確保等に向けた取組に対する支援の在り方につ

いては、さらに詳しい地域の現状の分析等を行

いながら、市町村の取組状況も踏まえた上で検

討していきます。

森委員外議員 水源確保はぜひ令和４年度以降

の事業化までお願いしておきます。

１番目の再犯防止に関してです。この再犯防

止に関しては、さきほど７万円ぐらいが生活環

境部の決算額ということでしたが、調整する部

局としてまだまだやるべきことがあるのではな

いかと思っています。というのが、この再犯防

止に関しては、今までは国が主導し、また、地

域の更生保護司、更生保護女性会等の組織が国

と一体となってやっていたと思いますが、ぜひ

この再犯防止推進計画をつくったということで、

県も主体的に関わっていただきたい。特に社会

を明るくする運動も県の主管がどこなのかはっ



- 38 -

きり分からない状況になっているかと思うので、

そのあたりも含めて検討いただきたい。

福岡県は再犯防止を福祉部局が持っているん

ですよね。今日の午前中の話でもあったんです

が、福祉の色が濃い部分もあります。また、そ

の再犯する人の状況を見ると、そういった支援

が必要だというところもあるので、せっかく生

活環境部が取りまとめていただけるということ

ですが、連携をしっかり取っていただくことが

必要と考えます。

再犯防止推進計画ができた後に、福岡県は新

たに再犯のサポートに関する立ち直りサポート

センターというのができて、実践事例集もつく

っています。そういった予算の活用方法はいろ

いろあるかと思うので、主体的に生活環境部で

取り組んでいただきたいと思いますが、この件

について回答をお願いします。

寺川私学振興・青少年課長 私どもとしても、

国の保護観察所とか保護司会の皆さまとよく連

携して、社会を明るくする運動作文コンテスト

とかの事業を共催でやっています。

福岡県の事例については、私どももこれから

勉強させていただき、再犯防止推進に関する対

応について検討します。

大友副委員長 ほかに委員外議員で質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

大友副委員長 それでは、本日の質疑等を踏ま

え、全体を通して、委員の方からほかに、何か

質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

大友副委員長 別にないようですので、これで

質疑を終了します。

それでは、これをもって生活環境部関係の審

査を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

これより内部協議に入るので、委員の方はお

残りください。

〔生活環境部退室〕

大友副委員長 これより、内部協議に入ります。

さきほどの生活環境部の審査における質疑等

を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと

思いますが、特に、指摘事項や、来年度予算へ

反映させるべき意見・要望事項等があれば、お

願いします。

堤委員 さきほどもちょっと言ったけど、部落

差別問題の同和対策事業の８２０万円は、十数

年間ずっと変わっていないですね。その内容に

ついても余り成果があると思えないし、そうい

う点では、来年度予算はばっさりと削減するこ

とを明確に書いてください。よろしく。

大友副委員長 ただいま、委員からいただきま

した御意見、御要望及び本日の審査における質

疑を踏まえ、審査報告書案として取りまとめた

いと思います。

詳細については委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

大友副委員長 それでは、そのようにします。

以上で生活環境部関係の審査報告書の検討を

終わります。

ここで、執行部が入室するので、しばらくお

待ちください。

〔労働委員会事務局、委員外議員入室〕

大友副委員長 これより、労働委員会事務局関

係の審査を行います。

執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔・明瞭にお願いします。

それでは、労働委員会事務局長の説明を求め

ます。

稲垣労働委員会事務局長 労働委員会事務局の

令和２年度決算について御説明します。

お手元の令和２年度一般会計及び特別会計決

算事業別説明書の２９７ページをお開き願いま

す。関係する科目は、第５款労働費の第４項労

働委員会費です。

令和２年度の決算としては、歳出合計欄にあ

るとおり予算現額７，５２９万６千円に対し、

支出済額は７，３４８万８，４００円で、不用

額は１８０万７，６００円です。
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次に２９９ページを御覧ください。労働委員

会費の内訳として、まず、第１目委員会費は予

算額１，０７０万９千円に対し、決算額は９８

４万６，９６０円です。

表の左から二つ目、事業別決算額を御覧くだ

さい。上段の９５７万８，４００円は、委員報

酬で、定例総会への出席や不当労働行為事件等

審査の際に支給したものです。

その下の２６万８，５６０円は、委員会運営

費で、委員が個別労働関係紛争のあっせんや、

各種会議・研修の参加など活動に要した経費で

す。

事業概要の上から６行目以降に、令和２年度

中に扱った事件件数をお示ししています。

一番上、不当労働行為事件については、労働

組合からの救済申立てに基づき、使用者が、労

働組合法で禁止されている組合員への不利益取

扱いや、団体交渉を拒否するなどの不当労働行

為を行ったかどうかを審査し、救済命令を出し

たり和解勧奨を行ったりするものです。

令和２年度は１件あり、和解により終結して

います。

二つ飛ばして、個別労働関係紛争あっせんに

ついては、個々の労働者と事業主等との間で起

きた労働条件等に関するトラブルを解決するた

め、労働委員会が双方の主張を聴き、双方の歩

み寄りによる円満な紛争解決を図るものです。

令和２年度は２件で、１件が打切りで終結、

もう１件が次年度繰越しとなりました。この繰

越分については４月に打切りで終結となってい

ます。

第２目事務局費については、予算額６，４５

８万７千円に対し、決算額は、６，３６４万１，

４４０円です。

事業別決算額ですが、上段の５，７３６万３，

１９８円は、事務局職員８人の給与費です。

その下の６２７万８，２４２円は、事務局運

営費で、全国や九州ブロックでの会議や専門研

修等への参加費用や、労働相談等の業務に従事

する非常勤職員２名の人件費が主な内容です。

以上で説明を終わります。

大友副委員長 以上で説明は終わりました。こ

れより質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し、簡潔・明瞭に答弁願います。

事前通告が１名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。

守永委員 １点、事業別説明書の２９９ページ

の事務局運営費についてです。

労働相談業務等として非常勤嘱託職員を２人

配置していますが、コロナ禍の下、相談業務に

どのような変化があったか教えてください。

稲垣労働委員会事務局長 労働委員会事務局に

寄せられた令和２年中の相談件数は２１１件と

なっており、前年比で３割ほど減少しています。

うち新型コロナ関連の相談は６件で、休業手当

や雇用調整助成金などの制度に関する問合せが

ありました。

令和３年に入り、９月末までで相談件数が２

４７件となっており、令和２年の同期比で１０

６件増、約１．８倍となっています。うち新型

コロナ関連は１７件で、経営の悪化を理由とす

る労働条件の不利益変更や整理解雇、休業手当

の未払いといった具体的なものになっています。

労働委員会事務局では、コロナ禍で雇用環境

の悪化や労使間トラブルの増加が懸念されるこ

とから、今年度改めて経営者団体や労働組合を

訪問し、労働委員会のあっせん制度をＰＲする

とともに、常時の相談会に加え、商工観光労働

部とも連携し、５月と８月に集中労働相談会を

開催しました。また、１０月の個別労働紛争処

理制度周知月間にあわせ、１０月１日金曜日か

ら７日木曜日までの土日を挟む１週間に特別労

働相談を実施しました。

今後とも労働相談やあっせん等を通じ、労使

関係の安定に努めたいと思います。

守永委員 今、令和３年の現時点の数字を聞い

て、昨年以上に──昨年は雇用者のいない企業

が大きなダメージを受け、今年は雇用者のいる

中小の組織が厳しくなってきているのが実態な

のかなとも感じました。その辺、何かあれば教

えてください。
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稲垣労働委員会事務局長 まず労働相談の内容

の動きですが、令和２年で一番多いのはハラス

メントとなっており、その次が退職とか解雇に

なっています。令和３年もやはり同じような動

向にあるかと思っています。

一方、労働相談者の割合とか比率は、非正規

雇用からの労働相談が、コロナ前の３２％から

令和２年は４６％に上がっています。あと、女

性からの労働相談の比率が３７％から５１％に

上がっており、やはりコロナ等の影響等もあっ

て、非正規や女性がいろいろ苦労して相談に来

ているのかなと感じています。

守永委員 どうしてもコロナと結び付けがちで

すが、通常的な業務の悪化、環境の悪化を受け

ての相談が増えたということで、ある意味、労

働委員会事務局の広報活動も功を奏したのかな

とも感じました。これからも努力してください。

大友副委員長 ほかに、事前通告されていない

委員で質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

大友副委員長 委員外議員で質疑はありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

大友副委員長 それでは、本日の質疑等を踏ま

え、全体を通して委員の方からほかに何か質疑

等はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

大友副委員長 別にないようですので、これで

質疑を終了します。

それでは、これをもって労働委員会事務局関

係の審査を終わります。

これより内部協議に入るので、委員の方はお

残りください。

〔労働委員会事務局、委員外議員退室〕

大友副委員長 これより、内部協議に入ります。

さきほどの労働委員会事務局の審査における

質疑等を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめ

たいと思いますが、特に指摘事項や来年度予算

へ反映させるべき意見・要望事項等がありまし

たら、お願いします。

〔「なし」と言う者あり〕

大友副委員長 ありがとうございます。特にな

いようですので、決算審査報告書案の取りまと

めについては、本日の審査における質疑を踏ま

え、委員長に御一任いただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

大友副委員長 それではそのようにします。

以上で労働委員会事務局関係の審査報告書の

検討を終わります。

以上で、本日の審査及び５日から行ってきた

部局別審査は終わりました。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

大友副委員長 別にないようですので、ここで

お諮りします。

審査報告の取りまとめについては、本日まで

の委員会審査における執行部との質疑などを踏

まえ、正副委員長協議の上、委員会審査報告書

の案を作成し、１０月２５日の委員会にてお諮

りしたいと考えていますがよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

大友副委員長 それでは木付委員長とともに準

備を進めます。

次回の委員会は、１０月２５日月曜日の午前

１０時から、第３委員会室で開きます。

以上をもって本日の委員会を終わります。

お疲れさまでした。


